
 

国立大学法人等の中期目標変更原案及び中期計画変更

案について 

 

国立大学法人等の中期目標の変更について３７法人から意見が、中期計画の変更に

ついて６３法人から変更案の提出があった。それぞれの変更内容については以下の通

り。（大学共同利用機関法人については変更なし） 

 

○ 教育研究組織の設置等に伴う変更 ５５法人  目標・計画  

・教育研究組織の設置・改組に伴う変更 ５３法人 
（北海道、帯広畜産、旭川医科、弘前、岩手、東北、秋田、山形、茨城、筑波、群馬、 
埼玉、千葉、東京医科歯科、東京農工、東京芸術、一橋、横浜国立、新潟、富山、金沢、
福井、山梨、信州、岐阜、静岡、浜松医科、名古屋、三重、滋賀医科、京都、大阪、 
兵庫教育、神戸、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、九州、佐賀、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、琉球、北陸先端科学技術大学院、 
奈良先端科学技術大学院） 
 

・募集停止に伴う学部・研究科名の削除 １３法人 
（帯広畜産、岩手、秋田、東京工業、電気通信、新潟、岐阜、静岡、鳥取、山口、愛媛、
熊本、北陸先端科学技術大学院） 
 

○ 教育関係共同利用拠点の認定等に伴う変更 ８法人  目標  
（山形、茨城、筑波、東京、金沢、信州、名古屋、山口） 
 

○ 共同利用・共同研究拠点の改組に伴う変更 ３法人  目標  

（筑波、京都、大阪） 

 

○ 重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 １６法人  計画  

・国立大学若手人材支援事業の採択に伴う変更 ８法人 
（秋田、山形、東京、お茶の水女子、静岡、兵庫教育、広島、大分） 
 

・その他、重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 １０法人 
（秋田、筑波、お茶の水女子、金沢、京都、京都教育、奈良女子、香川、愛媛、 
総合研究大学院） 

 

○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更 １７法人  計画  
（小樽商科、千葉、東京、東京外国語、東京農工、お茶の水女子、一橋、横浜国立、山梨、
岐阜、名古屋、大阪教育、神戸、岡山、愛媛、九州、鹿児島） 

 

○ その他の変更 １５法人  計画  

・学内組織・制度等の名称変更等に伴う変更 １１法人 
（帯広畜産、弘前、山形、茨城、筑波、群馬、東京工業、お茶の水女子、静岡、浜松医科、
大阪） 
 

・中期目標期間を超える債務負担に関する変更 ２法人 （東京工業、琉球） 

 

・その他の変更 ４法人 （秋田、名古屋、大阪、香川） 

資料２－１ 
国立大学法人評価委員会 
総会（第59回）H30.3.16 
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国立大学法人等の中期目標・中期計画変更案について 

 

○教育研究組織の設置等に伴う変更 ５５法人 

教育研究組織の設置・改組に伴う変更 ５３法人 

 本文の変更 ２法人 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容  
変更理由 

変更前 変更案 

57 
兵庫 教育大
学 

目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
１ 中期目標の期間 
平成 28年４月１日～平成 34 年３月 31日 
 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表に記
載する学校教育学部（初等教育教員養成
課程）、学校教育研究科（修士課程、専門
職学位課程）、連合学校教育学研究科（博
士課程）を置く。 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
１ 中期目標の期間 
平成 28年４月１日～平成 34 年３月 31日 
 
２ 教育研究組織 
この中期目標を達成するため、別表に記
載する学校教育学部（学校教育教員養成
課程）、学校教育研究科（修士課程、専門
職学位課程）、連合学校教育学研究科（博
士課程）を置く。 

平成30年 4月 1日
より，課程の名称
を変更するため 
 

69 香川大学 目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織  
１ 中期目標の期間 
  
  略 
２ 教育研究組織  
この中期目標を達成するため、別表１に
記載する教育学部、法学部、経済学部、医
学部、工学部、農学部、教育学研究科、法
学研究科、経済学研究科、医学系研究科、
工学研究科、農学研究科、連合農学研究及
び地域マネジメント研究科を置く。 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織  
１ 中期目標の期間  
  略  
２ 教育研究組織  
この中期目標を達成するため、別表１に
記載する教育学部、法学部、経済学部、医
学部、工学部、創造工学部、農学部、教育
学研究科、法学研究科、経済学研究科、医
学系研究科、工学研究科、農学研究科、連
合農学研究科及び地域マネジメント研究
科を置く。 

創造工学部の設置
のため 
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 別表の変更 ５２法人 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

01 北海道大学 計画 

別表（収容定員） 

研
究
科
等 

（略） 
生命科学院      418 人 
うち修士課程   264 人 

博士後期課程 138 人 
博士課程    16 人 

（略） 
 

別表（収容定員） 

研
究
科
等 

（略） 
生命科学院      420 人 
うち修士課程   264 人 

博士後期課程 132 人 
博士課程    24 人 

（略） 
 

― 

05 
帯広畜産大
学 

目標 

別表１（学部、研究科等） 

学
部 

畜産学部 

研
究
科 

畜産学研究科 

 
（連合大学院） 

岐阜大学大学院 
連合獣医学研究科参加校 

岩手大学大学院 
連合農学研究科参加校 

 

別表１（学部、研究科等） 

学
部 

畜産学部 

研
究
科 

畜産学研究科（H30 募集停止） 
畜産学研究科（H30 設置） 

 

大学院における獣
医学・農学・畜産学
融合の教育研究と
国際通用力を持つ
人材育成を強化す
るため、新たな畜
産学研究科を設置
することに伴う変
更。これにより、岐
阜大学大学院連合
獣医学研究科は解
散し、岩手大学大
学院連合農学研究
科からは離脱す
る。 

計画 

別表（収容定員） 

研
究
科 

畜産学研究科 133 人 
うち修士課程 112 人 

博士課程  21 人 
 

別表（収容定員） 

研
究
科 

畜産学研究科  0 人 
うち修士課程  0 人 

博士課程  0 人 
畜産学研究科 146 人 
うち修士課程 96 人 

博士課程 50 人 
 

― 

06 
旭川医科大
学 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

医
学
部 

934 人 
（うち医師養成に係る分野 
674 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

医
学
部 

938 人 
（うち医師養成に係る分野 
678 人） 

 

― 

08 弘前大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部（H28 募集停止） 0 人 
人文社会科学部      1,060 人 
教育学部              680 人 
（うち教員養成に係る分野 680 人） 
医学部              1,548 人 
（うち医師養成に係る分野 688 人） 
理工学部            1,460 人 
農学生命科学部        860 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部（H28 募集停止） 0 人 
人文社会科学部      1,060 人 
教育学部              680 人 
（うち教員養成に係る分野 680 人） 
医学部              1,578 人 
（うち医師養成に係る分野 718 人） 
理工学部            1,460 人 
農学生命科学部        860 人 

 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

09 岩手大学 

目標 

別表１（学部、研究科等） 

学
部 

人文社会科学部 
教育学部 
理工学部 
農学部 
工学部（Ｈ28 募集停止） 

研
究
科 

総合科学研究科 
人文社会科学研究科（Ｈ29 募
集停止） 
教育学研究科 
工学研究科 
農学研究科（Ｈ29 募集停止） 
 
連合農学研究科 
 参加大学 
  弘前大学 
  山形大学 
  帯広畜産大学 

 

別表１（学部、研究科等） 

学
部 

人文社会科学部 
教育学部 
理工学部 
農学部 
工学部（Ｈ28 募集停止） 

研
究
科 

総合科学研究科 
 
 
教育学研究科 
工学研究科 
 
獣医学研究科 
連合農学研究科 
 参加大学 
  弘前大学 
  山形大学 

 

大学院獣医学研究
科（博士課程）共同
獣医学専攻を設置
するため（東京農
工大学との共同教
育課程の設置） 
 
大学院連合農学研
究科専攻再編のた
め（帯広畜産大学
が離脱） 

計画 

別表（収容定員） 

研
究
科 

総合科学研究科   588 人 
（うち修士課程 588 人） 
人文社会科学研究科   0 人 
（うち修士課程   0 人） 
教育学研究科      32 人 
（うち専門職学位課程 32 人） 
工学研究科        60 人 
うち博士前期課程 0 人 

      博士課程    60 人 
農学研究科         0 人 
（うち修士課程   0 人） 
連合農学研究科    96 人 
（うち博士課程  96 人） 

 

別表（収容定員） 

研
究
科 

総合科学研究科   588 人 
（うち修士課程 588 人） 
 
 
教育学研究科      32 人 
（うち専門職学位課程 32 人） 
工学研究科     60 人 
（うち博士課程  60 人） 
 
獣医学研究科   20 人 
（うち博士課程 20 人） 
連合農学研究科   72 人 
（うち博士課程  72 人） 

 

― 

10 東北大学 目標 

別表 1（学部・研究科等） 

研
究
科 

文学研究科 
教育学研究科 
法学研究科 
経済学研究科 
理学研究科 
医学系研究科 
歯学研究科 
薬学研究科 
工学研究科 
農学研究科 
国際文化研究科 
情報科学研究科 
生命科学研究科 
環境科学研究科 
医工学研究科 
教育情報学教育部 

 

別表 1（学部・研究科等） 

研
究
科 

文学研究科 
教育学研究科 
法学研究科 
経済学研究科 
理学研究科 
医学系研究科 
歯学研究科 
薬学研究科 
工学研究科 
農学研究科 
国際文化研究科 
情報科学研究科 
生命科学研究科 
環境科学研究科 
医工学研究科 
教育情報学教育部（H30 募集停止） 

 

教育学研究科との
統合・再編に係る
廃止に伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

10 東北大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部 
教育学部 
法学部 
経済学部 
理学部 
医学部 
(うち医師養成に係る分野 

歯学部 
(うち歯科医師養成に係る分野 

薬学部 
工学部 
農学部 

840 人 
280 人 
640 人 

1,080 人 
1,296 人
1,316 人 
740 人） 

318 人 
318 人） 

360 人 
3,240 人 

600 人 

研
究
科 

文学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
教育学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
法学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
      法科大学院課程 
      専門職学位課程 

経済学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 

      専門職学位課程 
理学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
医学系研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
      修士課程 
      博士課程 

歯学研究科 
うち修士課程 

      博士課程 

薬学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 

      博士課程 
工学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
農学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
国際文化研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
情報科学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
生命科学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
環境科学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
医工学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
教育情報学教育部 
うち前期課程 

      後期課程 

313 人 
178 人 

135 人 
140 人 
86 人 

54 人 
290 人 
20 人 

60 人 
150 人 
60 人 

240 人 
100 人 
60 人 

80 人 
914 人 
524 人 

390 人 
767 人 
104 人 

63 人 
80 人 

520 人 

180 人 
12 人 
168 人 

178 人 
108 人 
54 人 

16 人 
1,794 人 
1,272 人 

522 人 
329 人 
218 人 

111 人 
118 人 
70 人 

48 人 
406 人 
280 人 

126 人 
353 人 
212 人 

141 人 
299 人 
200 人 

99 人 
92 人 
62 人 

30 人 
39 人 
24 人 

15 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部 
教育学部 
法学部 
経済学部 
理学部 
医学部 
(うち医師養成に係る分野 

歯学部 
(うち歯科医師養成に係る分野 

薬学部 
工学部 
農学部 

840 人 
280 人 
640 人 

1,080 人 
1,296 人
1,326 人 
750 人） 

318 人 
318 人） 

360 人 
3,240 人 

600 人 

研
究
科 

文学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 
教育学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
法学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
      法科大学院課程 
      専門職学位課程 

経済学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 

      専門職学位課程 
理学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
医学系研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
      修士課程 
      博士課程 

歯学研究科 
うち修士課程 

      博士課程 

薬学研究科 
うち前期課程 

      後期課程 

      博士課程 
工学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
農学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
国際文化研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
情報科学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
生命科学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
環境科学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 
医工学研究科 

うち前期課程 

      後期課程 

313 人 
178 人 

135 人 
135 人 
90 人 

45 人 
266 人 
20 人 

36 人 
150 人 
60 人 

240 人 
100 人 
60 人 

80 人 
914 人 
524 人 

390 人 
767 人 
104 人 

63 人 
80 人 

520 人 

180 人 
12 人 
168 人 

178 人 
108 人 
54 人 

16 人 
1,794 人 
1,272 人 

522 人 
329 人 
218 人 

111 人 
118 人 
70 人 

48 人 
406 人 
280 人 

126 人 
302 人 
212 人 

90 人 
299 人 
200 人 

99 人 
114 人 
78 人 

36 人 

 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

12 秋田大学 計画 

別表（収容定員） 

学 

部 

国際資源学部     480 人 
教育文化学部     840 人 
（うち教員養成に係る分野 440 人） 
医学部         1,047 人 
（うち医師養成に係る分野 595 人） 
理工学部       1,604 人 

大
学
院 

国際資源学研究科  110 人 
 （うち博士前期課程   80 人） 
 （うち博士後期課程   30 人） 
教育学研究科       52 人 
 （うち修士課程       12 人） 
 （うち専門職学位課程 40 人） 
医学系研究科      163 人 
 （うち修士課程       10 人） 
 （うち博士前期課程   24 人） 
 （うち博士後期課程    9 人） 
 （うち博士課程      120 人） 
理工学研究科      330 人 
 （うち博士前期課程  300 人） 
 （うち博士後期課程   30 人） 
工学資源学研究科    0 人 
（うち博士前期課程    0 人） 
（うち博士後期課程    0 人） 

 

別表（収容定員） 

学 

部 

国際資源学部     480 人 
教育文化学部     840 人 
（うち教員養成に係る分野 440 人） 
医学部         1,163 人 
（うち医師養成に係る分野 711 人） 
 理工学部      1,604 人 

大
学
院 

国際資源学研究科  110 人 
 （うち博士前期課程   80 人） 
 （うち博士後期課程   30 人） 
教育学研究科       52 人 
 （うち修士課程       12 人） 
 （うち専門職学位課程 40 人） 
医学系研究科      163 人 
 （うち修士課程       10 人） 
 （うち博士前期課程   24 人） 
 （うち博士後期課程    9 人） 
 （うち博士課程      120 人） 
理工学研究科      330 人 
 （うち博士前期課程  300 人） 
 （うち博士後期課程   30 人） 
（削除） 

 

― 

13 山形大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文社会科学部      1,200 人 
人文学部           0 人 
地域教育文化学部      700 人 
理学部           840 人 
医学部           930 人 
（うち医師養成に係る分野 680人） 
工学部          2,600 人 
農学部           660 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文社会科学部      1,200 人 
人文学部           0 人 
地域教育文化学部      700 人 
理学部           840 人 
医学部           950 人 
（うち医師養成に係る分野 700人） 
工学部          2,600 人 
農学部           660 人 

 

― 

15 茨城大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部      0 人 
人文社会科学部 1,440 人 
教育学部 1,100 人 
理学部 840 人（編入 20 人を含む） 
工学部2,270人(編入 90人を含む) 
農学部 660 人（編入 20 人を含む） 

研
究
科 

人文社会科学研究科  50 人 
 うち修士課程 50 人 
教育学研究科  104 人 
 うち修士課程 74 人 
 うち専門職学位課程 30 人 
理工学研究科  716 人 
 うち博士前期課程 602 人 
 うち博士後期課程 114 人 
農学研究科  96 人 
 うち修士課程    96 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部      0 人 
人文社会科学部 1,440 人 
教育学部 1,100 人 
理学部 828 人（編入 8 人を含む） 
工学部2,220人(編入 40人を含む) 
農学部 660 人（編入 20 人を含む） 

研
究
科 

人文社会科学研究科  50 人 
 うち修士課程 50 人 
教育学研究科  104 人 
 うち修士課程 74 人 
 うち専門職学位課程 30 人 
理工学研究科  810 人 
 うち博士前期課程 696 人 
 うち博士後期課程 114 人 
農学研究科  96 人 
 うち修士課程    96 人 

 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

16 筑波大学 計画 

別表（収容定員） 
人文・文化学群       960 人 
社会・国際学群       660 人 
人間学群          480 人 
生命環境学群      1,020 人 
理工学群        2,100 人 
情報学群          980 人 
医学群         1,205 人 
（うち医師養成に係る分野 751 人） 
体育専門学群        960 人 
芸術専門学群        400 人 

人文社会科学研究科     473 人 
うち 5年一貫課程  190 人 

修士課程       72 人 
前期課程      100 人 
後期課程      111 人 

ビジネス科学研究科     357 人 
うち前期課程      120 人 

後期課程       69 人 
専門職学位課程 168 人 

数理物質科学研究科     813 人 
うち前期課程      480 人 

後期課程      333 人 
システム情報工学研究科 1,172 人 

うち前期課程      854 人 
後期課程      318 人 

生命環境科学研究科   1,075 人 
  うち 5 年一貫課程  105 人 

前期課程      556 人 
後期課程      414 人 

人間総合科学研究科   1,460 人 
  うち修士課程      158 人 

医学の課程    248 人 
前期課程      688 人 
後期課程      366 人 

図書館情報メディア研究科 137 人 
うち前期課程       74 人 

後期課程       63 人 
教育研究科   199 人（修士課程） 

 

別表（収容定員） 
人文・文化学群       960 人 
社会・国際学群       660 人 
人間学群          480 人 
生命環境学群      1,020 人 
理工学群        2,100 人 
情報学群          980 人 
医学群         1,215 人 
（うち医師養成に係る分野 761 人） 
体育専門学群        960 人 
芸術専門学群        400 人 

人文社会科学研究科     473 人 
うち 5年一貫課程  190 人 

修士課程       72 人 
前期課程      100 人 
後期課程      111 人 

ビジネス科学研究科     357 人 
うち前期課程      120 人 

後期課程       69 人 
専門職学位課程 168 人 

数理物質科学研究科     813 人 
うち前期課程      480 人 

後期課程      333 人 
システム情報工学研究科 1,172 人 
うち前期課程      854 人 

後期課程      318 人 
生命環境科学研究科   1,057 人 
  うち 5 年一貫課程  105 人 

前期課程      538 人 
後期課程      414 人 

人間総合科学研究科   1,478 人 
  うち修士課程      176 人 

医学の課程    248 人 
前期課程      688 人 
後期課程      366 人 

図書館情報メディア研究科 137 人 
うち前期課程       74 人 

後期課程       63 人 
教育研究科   199 人（修士課程） 

 

― 

19 群馬大学 計画 

別表(収容定員) 

学
部 

教育学部    880 人 
社会情報学部  440 人 
医学部   1,383 人 
(うち医師養成に係る分野 723 人) 
理工学部  2,100 人 

 

別表(収容定員) 

学
部 

教育学部    880 人 
社会情報学部  440 人 
医学部   1,347 人 
(うち医師養成に係る分野 687 人) 
理工学部  2,100 人 

 

― 

20 埼玉大学 計画 

別表(収容定員) 

学
部 

教養学部 
経済学部 
教育学部 
理学部 
工学部 

700 人 
1,200 人 
1,720 人 

840 人 
1,760 人 

 

別表(収容定員) 

学
部 

教養学部 
経済学部 
教育学部 
理学部 
工学部 

700 人 
1,200 人 
1,520 人 

840 人 
1,960 人 

 

― 
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21 千葉大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

国際教養学部    360 人 
文学部      700 人 
法政経学部     1,480 人 
教育学部    1,620 人 
(うち教員養成に係る分野1,620人) 
理学部       800 人 
工学部         2,600 人 
園芸学部      760 人 
医学部           678 人 
（うち医師養成に係る分野 678 人） 
薬学部           400 人 
看護学部      340 人 

研
究
科
・
学
府 

人文公共学府     141 人 
うち博士前期課程    96 人 

      博士後期課程    45 人 
人文社会科学研究科 0 人 
（うち博士前期課程     0 人 

博士後期課程     0 人） 
専門法務研究科   120 人 
（うち専門職学位課程 120 人） 
教育学研究科     158 人 
 うち修士課程       118 人 

      専門職学位課程  40 人 
融合理工学府   1,522 人 
  うち博士前期課程 1,258 人 
      博士後期課程   264 人 
理学研究科         0 人 
（うち博士前期課程     0 人 

博士後期課程     0 人） 
工学研究科         0 人 
（うち博士前期課程     0 人 

博士後期課程     0 人） 
園芸学研究科     264 人 
 うち博士前期課程   210 人 

      博士後期課程    54 人 
融合科学研究科     0 人 
（うち博士前期課程     0 人 

博士後期課程     0 人） 
医学薬学府       671 人 
  うち修士課程        154 人 
      4 年博士課程    472 人 
      後期 3年博士課程 45 人 
看護学研究科     132 人 
  うち修士課程          36 人 
      博士前期課程      50 人 
      博士後期課程      36 人 
      5 年一貫制博士課程 10 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

国際教養学部    360 人 
文学部      700 人 
法政経学部     1,480 人 
教育学部    1,620 人 
(うち教員養成に係る分野1,620人) 
理学部       800 人 
工学部         2,600 人 
園芸学部      760 人 
医学部           688 人 
（うち医師養成に係る分野 688 人） 
薬学部           400 人 
看護学部      340 人 

研
究
科
・
学
府 

人文公共学府     141 人 
  うち博士前期課程    96 人 
      博士後期課程    45 人 
人文社会科学研究科 0 人 
（うち博士後期課程     0 人） 
 
専門法務研究科   120 人 
（うち専門職学位課程 120 人） 
教育学研究科     158 人 
  うち修士課程       118 人 
      専門職学位課程  40 人 
融合理工学府   1,522 人 
  うち博士前期課程 1,258 人 
      博士後期課程   264 人 
理学研究科         0 人 
（うち博士後期課程     0 人） 
 
工学研究科         0 人 
（うち博士後期課程     0 人） 
 
園芸学研究科     264 人 
  うち博士前期課程   210 人 
      博士後期課程    54 人 
融合科学研究科     0 人 
（うち博士後期課程     0 人） 
 
医学薬学府       671 人 
  うち修士課程       154 人 
      4 年博士課程    472 人 
      後期 3年博士課程 45 人 
看護学研究科     132 人 
  うち修士課程          36 人 
      博士前期課程      50 人 
      博士後期課程      36 人 
      5 年一貫制博士課程 10 人 

 

― 

23 
東京医科歯
科大学 

計画 

別表（収容定員） 

研
究
科 

医歯学総合研究科 1044 人 
（うち修士課程 215 人 

  博士課程 829 人） 
保健衛生学研究科  117 人 
（うち修士課程 24 人 

  博士課程 93 人） 

 

別表（収容定員） 

研
究
科 

医歯学総合研究科 1086 人 
（うち修士課程 257 人 

  博士課程 829 人） 
保健衛生学研究科   75 人 
（うち修士課程  0 人 

  博士課程 75 人） 

 

― 
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番
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変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

26 
東京農工大
学 

計画 

別表（収容定員） 

学
府 

工学府  940 人 
 うち博士前期課程  680 人 
     博士後期課程   180 人 
     専門職学位課程  80 人 
農学府  348 人 
（うち修士課程  348 人） 
 
生物システム応用科学府 222 人 
 うち博士前期課程  118 人 
     博士後期課程   54 人 
     一貫制博士課程 50 人 

 

別表（収容定員） 

学
府 

工学府  940 人 
 うち博士前期課程  680 人 
     博士後期課程   180 人 
     専門職学位課程  80 人 
農学府  388 人 
うち修士課程  348 人 

      博士課程  40 人 
生物システム応用科学府 222 人 
 うち博士前期課程  118 人 
     博士後期課程   54 人 
     一貫制博士課程 50 人 

 

― 

27 
東京芸術大
学 

計画 

別表（収容定員） 
 

研
究
科 

美術研究科      537 人 
うち修士課程    432 人 

博士課程    105 人 
音楽研究科      301 人 

うち修士課程    226 人 
博士課程     75 人 

映像研究科      137 人 
うち修士課程    128 人 

博士課程      9 人 
国際芸術創造研究科 20 人 

うち修士課程     20 人 

別表（収容定員） 
 

研
究
科 

美術研究科      537 人 
うち修士課程    432 人 

博士課程    105 人 
音楽研究科      286 人 
うち修士課程    226 人 

博士課程     60 人 
映像研究科      137 人 
うち修士課程    128 人 

博士課程      9 人 
国際芸術創造研究科 35 人 
うち修士課程     20 人 
    博士課程     15 人 

― 

32 一橋大学 

目標 

別表１（学部・研究科等） 

研
究
科
等 

 
商学研究科 
経済学研究科 
法学研究科 
社会学研究科 
言語社会研究科 
国際企業戦略研究科 
 
国際・公共政策教育部 

 

別表１（学部・研究科等） 

研
究
科
等 

経営管理研究科 
商学研究科（H30 募集停止） 
経済学研究科 
法学研究科 
社会学研究科 
言語社会研究科 
国際企業戦略研究科（H30 募
集停止） 
国際・公共政策教育部 

 

商学研究科と国際
企業戦略研究科経
営・金融専攻を統
合し，経営管理研
究科へと改組する
ため 

計画 

別表 （収容定員） 
（新規） 
 
 
 
商学研究科       302 人 

うち修士課程         236 人 
博士課程         66 人 

経済学研究科       230 人 
うち修士課程         140 人 

博士課程         90 人 
法学研究科       363 人 

うち修士課程          30 人 
博士課程      78 人 
専門職学位課程   255 人 

社会学研究科      303 人 
うち修士課程         180 人 

博士課程        123 人 
言語社会研究科     161 人 

うち修士課程          98 人 
博士課程         63 人 

国際企業戦略研究科   338 人 
うち修士課程          56 人 

博士課程      84 人 
専門職学位課程  198 人 

国際・公共政策教育部  110 人 
うち専門職学位課程  110 人 

 

別表 （収容定員） 
経営管理研究科     524 人 
うち修士課程        318 人 

博士課程         90 人 
専門職学位課程  116 人 

商学研究科           0 人 
うち修士課程          0 人 

博士課程          0 人 
経済学研究科       230 人 
うち修士課程         164 人 

博士課程          66 人 
法学研究科         471 人 
うち修士課程         102 人 

博士課程         114 人 
専門職学位課程   255 人 

社会学研究科       303 人 
うち修士課程         180 人 

博士課程         123 人 
言語社会研究科     161 人 
うち修士課程          98 人 

博士課程          63 人 
国際企業戦略研究科   0 人 
うち修士課程           0 人 

博士課程           0 人 
専門職学位課程     0 人 

国際・公共政策教育部 110 人 
うち専門職学位課程   110 人 

 

― 
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33 
横浜国立大
学 

目標 

別表（学部，研究科，（学府含む）） 

研
究
科 

（
学
府
含
む
） 

教育学研究科 
国際社会科学府 
 
工学府 
環境情報学府  
都市イノベーション学府 
東京学芸大学大学院連合
学校教育学研究科（参加
校） 

 

別表（学部，研究科，（学府含む）） 

研
究
科 

（
学
府
含
む
） 

教育学研究科 
国際社会科学府 
理工学府 
工学府（H30 募集停止） 
環境情報学府  
都市イノベーション学府 
東京学芸大学大学院連合
学校教育学研究科（参加
校） 

 

理工学府の設置に
伴う変更（平成 30
年 4月 1 日付け） 

計画 

別表（収容定員） 

研
究
科
（
学
府
含
む
） 

教育学研究科 200 人 
(うち修士課程  170 人 
  専門職学位課程  30 人 ) 
国際社会科学府 391 人 
(うち博士課程(前期) 226 人 
博士課程(後期)  90 人 
専門職学位課程 75 人) 
 
 
 
工学府 767 人 
(うち博士課程(前期) 644 人 
博士課程(後期) 123 人) 
環境情報学府 490 人 
(うち博士課程(前期) 346 人 
博士課程(後期) 144 人) 
都市イノベーション学府 246 人 
(うち博士課程(前期) 210 人 
     博士課程(後期)  36 人) 

 

別表（収容定員） 

研
究
科(

学
府
含
む)

 

教育学研究科 200 人 
(うち修士課程  170 人 
  専門職学位課程  30 人 ) 
国際社会科学府 391 人 
(うち博士課程(前期) 226 人 
博士課程(後期)  90 人 
専門職学位課程 75 人) 
理工学府 847 人 
(うち博士課程(前期) 724 人 
博士課程(後期) 123 人) 
工学府 0 人 
(うち博士課程(前期)   0 人 
博士課程(後期)   0 人) 
環境情報学府 445 人 
(うち博士課程(前期) 346 人 
博士課程(後期)  99 人) 
都市イノベーション学府 246 人 
(うち博士課程(前期) 210 人 
     博士課程(後期)  36 人) 

 

― 

34 新潟大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部          912 人 
教育学部          880 人 
（うち教員養成に係る分野 880 人） 
法学部            730 人 
経済学部        1,250 人 
理学部            820 人 
医学部          1,437 人 
（うち医師養成に係る分野 757 人） 
歯学部            357 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 265人） 
工学部          2,160 人 
農学部            720 人 
創生学部          260 人 

研
究
科 

教育学研究科         30 人 
（うち専門職学位課程  30 人） 
現代社会文化研究科  180 人 
（うち修士課程  120 人） 
（うち博士課程   60 人） 
自然科学研究科    1,184 人 
（うち修士課程  974 人） 
（うち博士課程  210 人） 
保健学研究科         58 人 
（うち修士課程   40 人） 
（うち博士課程   18 人） 
医歯学総合研究科    465 人 
（うち修士課程   52 人） 
（うち博士課程  413 人） 
技術経営研究科（H29 募集停止）0 人 
（うち専門職学位課程   0 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部          912 人 
教育学部          880 人 
（うち教員養成に係る分野 880 人） 
法学部           730 人 
経済学部        1,250 人 
理学部           820 人 
医学部         1,393 人 
（うち医師養成に係る分野 713 人） 
歯学部           357 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 265人） 
工学部         2,160 人 
農学部              720 人 
創生学部          260 人 

研
究
科 

教育学研究科         30 人 
（うち専門職学位課程  30 人） 
現代社会文化研究科  180 人 
（うち修士課程  120 人） 
（うち博士課程   60 人） 
自然科学研究科    1,184 人 
（うち修士課程  974 人） 
（うち博士課程  210 人） 
保健学研究科         58 人 
（うち修士課程   40 人） 
（うち博士課程   18 人） 
医歯学総合研究科    465 人 
（うち修士課程   52 人） 
（うち博士課程  413 人） 
（削除） 

 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

37 富山大学 

目標 

別表（学部，研究科等） 
 

学
部 

人文学部 
人間発達科学部 
経済学部 
理学部 
医学部 
薬学部 
工学部 
芸術文化学部 

別表（学部，研究科等） 
 

学
部 

人文学部 
人間発達科学部 
経済学部 
理学部 
医学部 
薬学部 
工学部 
芸術文化学部 
都市デザイン学部 

新学部設置による
変更 

計画 

別表 

学
部 

人文学部       754人 
人間発達科学部    680人 
経済学部      1640人 
理学部        928人 
医学部        995人 
（うち医師養成に係る分野655人） 
薬学部        530人 
工学部       1660人 
芸術文化学部     460人 
 

 

別表 

学
部 

人文学部       694人 
人間発達科学部    680人 
経済学部     1,360人 
理学部        768人 
医学部         975人 
（うち医師養成に係る分野635人） 
薬学部         530人 
工学部       1,494人 
芸術文化学部      440人 
都市デザイン学部    566人 

 

― 

38 金沢大学 

目標 

別表１（学域，研究科） 

研
究
科 

人間社会環境研究科 
自然科学研究科 
医薬保健学総合研究科 
先進予防医学研究科 
 
法務研究科 
教職実践研究科 

 

別表１（学域，研究科） 

研
究
科 

人間社会環境研究科 
自然科学研究科 
医薬保健学総合研究科 
先進予防医学研究科 
新学術創成研究科 
法務研究科 
教職実践研究科 

 

平成３０年４月の
新学術創成研究科
の設置に伴う変更 
 

計画 

別表（収容定員） 

学
域 

人間社会学域 
（うち教員養成に係る分野 

理工学域 
医薬保健学域 
（うち医師養成に係る分野 

3,020 人 
400 人） 
2,436 人 
1,893 人 
663 人） 

研
究
科 

人間社会環境研究科 
   うち博士前期課程 
       博士後期課程 
自然科学研究科 
   うち博士前期課程 
       博士後期課程 
医薬保健学総合研究科 
   うち修士課程 
       博士課程 
       博士前期課程 
       博士後期課程 
先進予防医学研究科 
  （うち博士課程 
（新規） 
 
 
（略） 

146 人 
110 人 
 36 人 

1,063 人 
754 人 

 309 人 
626 人 
30 人 
272 人 
216 人 
108 人 
48 人 

48 人） 
 

 

別表（収容定員） 

学
域 

人間社会学域 
（うち教員養成に係る分野 

理工学域 
医薬保健学域 
（うち医師養成に係る分野 

2,920 人 
400 人） 
2,536 人 
1,903 人 
673 人） 

研
究
科 

人間社会環境研究科 
   うち博士前期課程 
       博士後期課程 
自然科学研究科 
   うち博士前期課程 
       博士後期課程 
医薬保健学総合研究科 
   うち修士課程 
       博士課程 
       博士前期課程 
       博士後期課程 
先進予防医学研究科 
  （うち博士課程 
新学術創成研究科 
  （うち修士課程 
 
（略） 

158 人 
122 人 
 36 人 

1,063 人 
754 人 
309 人 
626 人 
30 人 
272 人 
216 人 
108 人 
48 人 

48 人） 
28 人 

28 人） 
 

 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

39 福井大学 

目標 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科 

教育学研究科 
 
 
医学系研究科 
工学研究科 

 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科 

教育学研究科 
福井大学・奈良女子大学・岐阜
聖徳学園大学連合教職開発研
究科 
医学系研究科 
工学研究科 

 

平成30年度に福井
大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園
大学連合教職開発
研究科を設置する
ことに伴う変更 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育地域科学部 0人（H28 募集停止） 

（うち教員養成に係る分野   0 人） 
教育学部     400 人 
（うち教員養成に係る分野 400 人） 
医学部       900 人 
（うち医師養成に係る分野 660 人） 
工学部     2,180 人 
国際地域学部 240 人 

大
学
院 

教育学研究科    134 人 
うち修士課程        60 人 

専門職学位課程  74 人 
 
 
医学系研究科    124 人 

うち修士課程        24 人 
博士課程       100 人 

工学研究科      572 人 
うち博士前期課程   506 人 

      博士後期課程    66 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育地域科学部 0人（H28 募集停止） 

（うち教員養成に係る分野   0 人） 
教育学部     400 人 
（うち教員養成に係る分野 400 人） 
医学部       905 人 
（うち医師養成に係る分野 665 人） 
工学部     2,180 人 
国際地域学部 240 人 

研
究
科 

教育学研究科    54 人 
（うち修士課程        54 人） 
福井大学・奈良女子大学・岐阜聖
徳学園大学連合教職開発研究科 
80 人 
（うち専門職学位課程  80 人） 
医学系研究科    124 人 
うち修士課程        24 人 

博士課程       100 人 
工学研究科      572 人 
うち博士前期課程   506 人 

      博士後期課程    66 人 
 

― 

40 山梨大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部         500人 
（うち教員養成に係る分野500人） 
医学部         1,010人 
（うち医師養成に係る分野750人） 
工学部         1,500人 
生命環境学部     600人 

研
究
科 

教育学部          84人 
  うち修士課程       56人 
      専門職学位課程 28人 
医工農学総合教育部 755人 
  うち修士課程      500人 
      博士課程      255人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部         500 人 
（うち教員養成に係る分野 500 人） 
医学部          970 人 
（うち医師養成に係る分野 710 人） 
工学部         1,500 人 
生命環境学部     600 人 

研
究
科 

教育学部          84 人 
 うち修士課程       56 人 

      専門職学位課程 28 人 
医工農学総合教育部 691 人 
  うち修士課程      500 人 
      博士課程      191 人 

 

― 

41 信州大学 目標 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科 

人文科学研究科 
教育学研究科 
経済･社会政策科学研究科 
医学系研究科 
総合理工学研究科 
総合工学系研究科 

 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科 

人文科学研究科 
教育学研究科 
経済･社会政策科学研究科 
医学系研究科 
総合理工学研究科 
総合工学系研究科（H30 募集停止） 

総合医理工学研究科 
 

平成30年度に総合
工学系研究科で募
集を停止し，また
総合医理工学研究
科を設置するため 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

41 信州大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部 
教育学部 
（うち教員養成に係る分野 

経済学部（H28募集停止） 
経法学部 
理学部 
医学部 
（うち医師養成に係る分野 

工学部 
農学部 
繊維学部 

630 人 
960 人 
960 人) 

0 人 
780 人 
828 人 

1,266 人 
660 人） 
1,980 人 
692 人 

1,140 人 

研
究
科 

人文科学研究科 
（うち修士課程 
教育学研究科 
うち修士課程 

専門職学位課程 
経済・社会政策科学研究科 
（うち修士課程 
医学系研究科 
うち修士課程 

博士課程 
総合理工学研究科 
（うち修士課程 
総合工学系研究科 
（うち博士課程 

20 人 
20 人） 
80 人 
40 人 
40 人 
32 人 

32 人） 
256 人 
52 人 
204 人 

1,150 人 
1,150 人） 

147 人 
147 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部 
教育学部 
（うち教員養成に係る分野 

経済学部（H28募集停止） 
経法学部 
理学部 
医学部 
（うち医師養成に係る分野 

工学部 
農学部 
繊維学部 

630 人 
960 人 

960 人） 
0 人 

780 人 
828 人 

1,296 人 
690 人） 
1,980 人 
692 人 

1,140 人 

研
究
科 

人文科学研究科 
（うち修士課程 
教育学研究科 
うち修士課程 

専門職学位課程 
経済・社会政策科学研究科 
（うち修士課程 
医学系研究科 
（うち修士課程 
 
総合理工学研究科 
（うち修士課程 
総合工学系研究科 
（H30 募集停止） 
（うち博士課程 
総合医理工学研究科 
（うち博士課程 

20 人 
20 人） 

80 人 
40 人 
40 人 
32 人 

32 人） 
52 人 

52 人） 
 

1,150 人 
1,150 人） 

0 人 
 

0 人） 
355 人 

355 人） 
 

― 

42 岐阜大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部 
（うち教員養成に係る分野 

地域科学部 
医学部 
（うち医師養成に係る分野 

工学部 
応用生物科学部 
（うち獣医師養成に係る分野 

1,000 人 
1,000 人） 
420 人 
850 人 
510 人） 
2,100 人 
840 人 
180 人） 

研
究
科 

教育学研究科 
うち修士課程 

専門職学位課程 
地域科学研究科 
（うち修士課程 
医学系研究科 
うち修士課程 

博士課程 
博士前期課程 

工学研究科 
うち博士前期課程 

博士課程 
応用生物科学研究科 
（うち修士課程 
自然科学技術研究科 
（うち修士課程 
連合農学研究科 
（うち博士課程 
連合獣医学研究科 
（うち博士課程 
連合創薬医療情報研究科 
（うち博士課程 

138 人 
88 人 
50 人 
40 人 
40 人 
222 人 
16 人 
206 人 
0 人 
81 人 
0 人 
81 人 
0 人 
0 人） 
750 人 
750 人 
60 人 
60 人 
80 人 
80 人） 
18 人 
18 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部 
（うち教員養成に係る分野 

地域科学部 
医学部 
（うち医師養成に係る分野 

工学部 
応用生物科学部 
（うち獣医師養成に係る分野 

1,000 人 
1,000 人） 
420 人 
950 人 
610 人） 
2,100 人 
840 人 
180 人） 

研
究
科 

教育学研究科 
うち修士課程 

専門職学位課程 
地域科学研究科 
（うち修士課程 
医学系研究科 
うち修士課程 

博士課程 
（削除） 
工学研究科 
（削除） 
（うち博士課程 
 
（削除） 
自然科学技術研究科 
（うち修士課程 
連合農学研究科 
（うち博士課程 
連合獣医学研究科 
（うち博士課程 
連合創薬医療情報研究科 
（うち博士課程 

138 人 
88 人 
50 人 
40 人 
40 人 
222 人 
16 人 
206 人 
 
81 人 
 
81 人） 
 
 
750 人 
750 人 
60 人 
60 人 
24 人 
24 人） 
18 人 
18 人） 

 

― 



13 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

43 静岡大学 

目標 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科
等 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
総合科学技術研究科 
（新設） 
自然科学系教育部 
法務研究科（Ｈ28 募集停止） 

 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科
等 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
総合科学技術研究科 
光医工学研究科 
自然科学系教育部 
（削る。） 

 

光医工学研究科の
平成３０年度設置
による変更及び法
務研究科の収容定
員が平成３０年度
になくなることに
伴う変更。 

計画 

別表（収容定員） 

研
究
科
等 

人文社会科学研究科  72 人 
（うち修士課程 72人） 
教育学研究科       156 人 
 うち修士課程 104人 
   専門職学位課程 40人 
   博士課程 12人 
総合科学技術研究科 958 人 
（うち修士課程 958人） 
（新設） 
 
自然科学系教育部   150 人 
（うち博士課程 150人） 
法務研究科           0人 
（うち専門職学位課程 0人） 

 

別表（収容定員） 

研
究
科
等 

人文社会科学研究科  72 人 
（うち修士課程 72人） 
教育学研究科       156 人 
 うち修士課程 104人 
   専門職学位課程 40人 
   博士課程 12人 
総合科学技術研究科 958 人 
（うち修士課程 958人） 
光医工学研究科      15 人 
（うち博士課程 15人） 
自然科学系教育部   135 人 
（うち博士課程 135人） 
（削る。） 
（削る。） 

 

― 

44 
浜松医科大
学 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

医学部 975 人 
（うち医師養成に係る分野 715 人） 

研
究
科 

医学系研究科 152 人 
うち修士課程 32 人 

博士課程 120 人 
 

別表（収容定員） 

学
部 

医学部 945 人 
（うち医師養成に係る分野 685 人） 

研
究
科 

医学系研究科 161 人 
うち修士課程 32 人 

博士課程 129 人 
 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

45 名古屋大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部          520 人 
教育学部        280 人 
法学部          620 人 
経済学部        840 人 
情報文化学部      0 人 
情報学部        560 人 
理学部        1,080 人 
医学部        1,520 人 
（うち医師養成に係る分野 662 人） 
工学部        2,720 人 
農学部          680 人 

研
究
科 

文学研究科         0 人 
人文学研究科     391 人 
うち 博士課程（前期）  208 人 

博士課程（後期）  183 人 
教育発達科学研究科 201 人 
うち 博士課程（前期）  108 人 

博士課程（後期）  93 人 
法学研究科       271 人 
うち 博士課程（前期）  70 人 

博士課程（後期）  51 人 
専門職学位課程  150 人 

経済学研究科     154 人 
うち 博士課程（前期）  88 人 

博士課程（後期）  66 人 
情報学研究科     417 人 
うち 博士課程（前期）  288 人 

博士課程（後期）  129 人 
理学研究科       558 人 
うち 博士課程（前期）  342 人 

博士課程（後期）  216 人 
医学系研究科     841 人 
うち 修士課程         50 人 

博士課程（前期）  96 人 
博士課程（後期）  51 人 
博士一貫課程    644 人 

工学研究科     1,635 人 
うち 博士課程（前期）1,206 人 

博士課程（後期） 429 人 
生命農学研究科   404 人 
うち 博士課程（前期）  278 人 

博士課程（後期）  126 人 
国際開発研究科   154 人 
うち 博士課程（前期）  88 人 

博士課程（後期）  66 人 
多元数理科学研究科 184 人 
うち 博士課程（前期）  94 人 

博士課程（後期）  90 人 
国際言語文化研究科 0 人 
環境学研究科     428 人 
うち 博士課程（前期）  254 人 

博士課程（後期）  174 人 
情報科学研究科     0 人 
創薬科学研究科    94 人 
うち 博士課程（前期）  64 人 

博士課程（後期）  30 人 
 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部           520 人 
教育学部         280 人 
法学部           620 人 
経済学部         840 人 
情報文化学部       0 人 
情報学部         560 人 
理学部         1,080 人 
医学部         1,506 人 
（うち医師養成に係る分野 648 人） 
工学部         2,720 人 
農学部           680 人 

研
究
科 

文学研究科         0 人 
人文学研究科     391 人 
うち 博士課程（前期）  208 人 

博士課程（後期）  183 人 
教育発達科学研究科 201 人 
うち 博士課程（前期）  108 人 

博士課程（後期）  93 人 
法学研究科        271 人 
うち 博士課程（前期）  70 人 

博士課程（後期）  51 人 
専門職学位課程  150 人 

経済学研究科      154 人 
うち 博士課程（前期）  88 人 

博士課程（後期）  66 人 
情報学研究科      417 人 
うち 博士課程（前期）  288 人 

博士課程（後期）  129 人 
理学研究科        558 人 
うち 博士課程（前期）  342 人 

博士課程（後期）  216 人 
医学系研究科      841 人 
うち 修士課程         50 人 

博士課程（前期）  96 人 
博士課程（後期）  51 人 
博士一貫課程    644 人 

工学研究科      1,635 人 
うち 博士課程（前期）1,206 人 

博士課程（後期）  429 人 
生命農学研究科    428 人 
うち 博士課程（前期） 302 人 

博士課程（後期） 126 人 
国際開発研究科    154 人 
うち 博士課程（前期）  88 人 

博士課程（後期）  66 人 
多元数理科学研究科 184 人 
うち 博士課程（前期）  94 人 

博士課程（後期）  90 人 
国際言語文化研究科   0 人 
環境学研究科       428 人 
うち 博士課程（前期）  254 人 

博士課程（後期）  174 人 
情報科学研究科       0 人 
創薬科学研究科      94 人 
うち 博士課程（前期）  64 人 

博士課程（後期）  30 人 
 

― 

49 三重大学 計画 

中期計画別表（収容定員） 

学
部 

人文学部      1,040 人 
教育学部        800 人 
（うち教員養成に係る分野 800 人） 
医学部       1,090 人 
（うち医師養成に係る分野 750 人） 
工学部       1,660 人 
生物資源学部   1,060 人 

 

中期計画別表（収容定員） 

学
部 

人文学部      1,040 人 
教育学部        800 人 
（うち教員養成に係る分野 800 人） 
医学部       1,050 人 
（うち医師養成に係る分野 710 人） 
工学部       1,660 人 
生物資源学部   1,060 人 

 

― 
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51 
滋賀医科大
学 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

医学部 945 人 
（うち医師養成に係る分野 685 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

医学部 921 人 
（うち医師養成に係る分野 661 人） 

 

― 

52 京都大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

医学部 1,076 人 
（うち医師養成に係る分野 642 人） 

大
学
院 

医学研究科 1,012 人 
  うち修士課程     138 人 
    博士課程（医学） 680 人 

 
 
      博士後期課程（社会健康医
学・医科学・人間健康科学）126 人 
      専門職学位課程（社会健康
医学）                   68 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

医学部 1,123 人 
（うち医師養成に係る分野 638 人） 

大
学
院 

医学研究科 1,012 人 
  うち修士課程     138 人 
      博士課程（医学、京都大学・
マギル大学ゲノム医学国際連携）
680 人 
      博士後期課程（社会健康医
学、医科学、人間健康科学）126 人 
    専門職学位課程（社会健康

医学）                   68 人 
 

― 

55 大阪大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部          660 人 
人間科学部      568 人 
外国語学部    2,340 人 
法学部        1,020 人 
経済学部        900 人 
理学部        1,020 人 
医学部        1,330 人 
（うち医師養成に係る分野    650 人） 
歯学部          318 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 318 人） 
薬学部          370 人 
工学部        3,280 人 
基礎工学部    1,740 人 

研
究
科 

文学研究科      311 人 
うち修士課程        38 人 

博士課程（前期）   150 人 
博士課程（後期）   123 人 

人間科学研究科    304 人 
うち博士課程（前期）   178 人 

博士課程（後期）   126 人 
法学研究科      106 人 
うち博士課程（前期）    70 人 

博士課程（後期）    36 人 
経済学研究科     241 人 
うち博士課程（前期）   166 人 

博士課程（後期）    75 人 
理学研究科      910 人 
うち博士課程（前期）   532 人 

博士課程（後期）   378 人 
医学系研究科     927 人 
うち修士課程        40 人 

博士課程（前期）   130 人 
博士課程（後期）    69 人 
博士課程       688 人 

歯学研究科      220 人 
（うち博士課程       220 人） 
薬学研究科      250 人 
うち博士課程（前期）   150 人 

博士課程（後期）    60 人 
博士課程        40 人 

工学研究科    2,132 人 
うち博士課程（前期） 1,580 人 

博士課程（後期）   552 人 
基礎工学研究科    744 人 
うち博士課程（前期）   534 人 

博士課程（後期）   210 人 
 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部           660 人 
人間科学部       568 人 
外国語学部     2,340 人 
法学部         1,020 人 
経済学部         900 人 
理学部         1,020 人 
医学部         1,320 人 
（うち医師養成に係る分野    640 人） 
歯学部           318 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 318 人） 
薬学部           370 人 
工学部         3,280 人 
基礎工学部     1,740 人 

研
究
科 

文学研究科       311 人 
うち修士課程          38 人 

博士課程（前期） 150 人 
博士課程（後期） 123 人 

人間科学研究科    304 人 
うち博士課程（前期） 178 人 

博士課程（後期） 126 人 
法学研究科        106 人 
うち博士課程（前期）  70 人 

博士課程（後期）  36 人 
経済学研究科      241 人 
うち博士課程（前期） 166 人 

博士課程（後期）  75 人 
理学研究科        910 人 
うち博士課程（前期） 532 人 

博士課程（後期） 378 人 
医学系研究科      959 人 
うち修士課程          40 人 

博士課程（前期） 162 人 
博士課程（後期）  69 人 
博士課程         688 人 

歯学研究科        220 人 
（うち博士課程         220 人） 
薬学研究科        250 人 
うち博士課程（前期） 150 人 

博士課程（後期）  60 人 
博士課程          40 人 

工学研究科      2,132 人 
うち博士課程（前期）1,580 人 

博士課程（後期） 552 人 
基礎工学研究科    744 人 
うち博士課程（前期） 534 人 

博士課程（後期） 210 人 
 

― 
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58 神戸大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部           400 人 
国際文化学部       0 人 
発達科学部         0 人 
国際人間科学部 1,500 人 
法学部           760 人 
経済学部       1,120 人 
経営学部       1,080 人 
理学部           662 人 
医学部         1,285 人 
(うち医師養成に係る分野 625 人) 
工学部         2,300 人 
農学部           660 人 
海事科学部       820 人 

研
究
科 

人文学研究科     148 人 
うち博士前期課程   88 人 

博士後期課程   60 人 
国際文化学研究科 139 人 
うち博士前期課程   94 人 

博士後期課程   45 人 
人間発達環境学研究科 229 人 
うち博士前期課程  178 人 

博士後期課程   51 人 
法学研究科       374 人 
うち博士前期課程   74 人 

博士後期課程   60 人 
専門職学位課程 240 人 

経済学研究科     226 人 
うち博士前期課程  166 人 

博士後期課程   60 人 
経営学研究科     342 人 
うち博士前期課程  102 人 

博士後期課程  102 人 
専門職学位課程 138 人 

理学研究科       331 人 
うち博士前期課程  244 人 

博士後期課程   87 人 
医学研究科       450 人 
うち修士課程       50 人 

博士課程      400 人 
保健学研究科     183 人 
うち博士前期課程  108 人 

博士後期課程   75 人 
工学研究科       758 人 
うち博士前期課程  632 人 

博士後期課程  126 人 
システム情報学研究科 188 人 
うち博士前期課程  146 人 

博士後期課程   42 人 
農学研究科       315 人 
うち博士前期課程  240 人 

博士後期課程   75 人 
海事科学研究科   183 人 
うち博士前期課程  150 人 

博士後期課程   33 人 
国際協力研究科   209 人 
うち博士前期課程  140 人 

博士後期課程   69 人 
科学技術イノベーション研究科 80 人 
（うち修士課程       80 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部           400 人 
国際文化学部       0 人 
発達科学部         0 人 
国際人間科学部 1,500 人 
法学部           760 人 
経済学部       1,120 人 
経営学部       1,080 人 
理学部           662 人 
医学部         1,313 人 
(うち医師養成に係る分野 673 人) 
工学部         2,300 人 
農学部           660 人 
海事科学部       820 人 

研
究
科 

人文学研究科     148 人 
うち博士前期課程   88 人 

博士後期課程   60 人 
国際文化学研究科 139 人 
うち博士前期課程   94 人 

博士後期課程   45 人 
人間発達環境学研究科 229 人 
うち博士前期課程  178 人 

博士後期課程   51 人 
法学研究科       368 人 
うち博士前期課程   74 人 

博士後期課程   54 人 
専門職学位課程 240 人 

経済学研究科     226 人 
うち博士前期課程  166 人 

博士後期課程   60 人 
経営学研究科     336 人 
うち博士前期課程  102 人 

博士後期課程   96 人 
専門職学位課程 138 人 

理学研究科       325 人 
うち博士前期課程  244 人 

博士後期課程   81 人 
医学研究科       450 人 
うち修士課程       50 人 

博士課程      400 人 
保健学研究科     203 人 
うち博士前期課程  128 人 

博士後期課程   75 人 
工学研究科       758 人 
うち博士前期課程  632 人 

博士後期課程  126 人 
システム情報学研究科 182 人 
うち博士前期課程  146 人 

博士後期課程   36 人 
農学研究科       309 人 
うち博士前期課程  240 人 

博士後期課程   69 人 
海事科学研究科   183 人 
うち博士前期課程  150 人 

博士後期課程   33 人 
国際協力研究科   209 人 
うち博士前期課    140 人 

博士後期課     69 人 
科学技術イノベーション研究科110 人 
うち博士前期課程   80 人 

博士後期課程   30 人 
 

― 
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62 鳥取大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

地域学部   680人 
医学部   1,239人 
(うち医師養成に係る分野 595人) 
工学部   1,800人 
農学部   1,090人 
(うち獣医師養成に係る分野210人) 

研
究
科 

持続性社会創生科学研究科502人 
（うち修士課程  502人） 
地域学研究科         0人 
医学系研究科       250人 
 うち修士課程   82人 

      博士課程  168人 
工学研究科          63人 
（うち博士課程   63人） 
農学研究科           0人 
連合農学研究科      51人 
（うち博士課程   51人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

地域学部   680人 
医学部   1,249人 
(うち医師養成に係る分野 605人) 
工学部   1,800人 
農学部   1,090人 
(うち獣医師養成に係る分野210人) 

研
究
科 

持続性社会創生科学研究科502人 
（うち修士課程  502人） 
 
医学系研究科       250人 

うち修士課程   82人 
      博士課程  168人 
工学研究科          63人 
（うち博士課程   63人） 
 
連合農学研究科      57人 
（うち博士課程   57人） 

 

― 

63 島根大学 

目標 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
医学系研究科 
 
 
 
総合理工学研究科 
生物資源科学研究科 
(鳥取大学大学院連合農学研
究科に参加) 

 

別表１（学部、研究科等） 

研
究
科 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
医学系研究科 
自然科学研究科 
(鳥取大学大学院連合農学研
究科に参加) 
総合理工学研究科 
生物資源科学研究科（H30 募
集停止） 

 

総合理工学研究科
（博士前期課程）
及び生物資源科学
研究科を統合し、
自然科学研究科を
設置するため 
 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

法文学部        760 人 
教育学部        520 人 
人間科学部      320 人 
医学部          878 人 
（うち医師養成に係る分野 618 人） 
総合理工学部  1,624 人 
生物資源科学部  840 人 

研
究
科 

人文社会科学研究科  24 人 
（うち修士課程         24 人） 
教育学研究科        50 人 
（うち修士課程         16 人 

専門職学位課程   34 人） 
医学系研究科       180 人 
（うち博士前期課程     54 人 

博士後期課程    126 人） 
 
 
総合理工学研究科   284 人 
（うち博士前期課程    248 人 

博士後期課程     36 人） 
生物資源科学研究科 120 人 
（うち修士課程        120 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

法文学部        760 人 
教育学部        520 人 
人間科学部      320 人 
医学部          888 人 
（うち医師養成に係る分野 628 人） 
総合理工学部  1,624 人 
生物資源科学部  830 人 

研
究
科 

人文社会科学研究科  24 人 
（うち修士課程         24 人） 
教育学研究科        50 人 
（うち修士課程         16 人 

専門職学位課程   34 人） 
医学系研究科       180 人 
（うち博士前期課程     54 人 

博士後期課程    126 人） 
自然科学研究科     400 人 
（うち博士前期課程    400 人） 
総合理工学研究科    36 人 
（うち博士前期課程      0 人 

博士後期課程     36 人） 
生物資源科学研究科   0 人 
（うち修士課程          0 人） 

 

― 



18 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

64 岡山大学 

目標 

別表１（学部，研究科等） 

研
究
科 

教育学研究科 
社会文化科学研究科 
自然科学研究科 
保健学研究科 
環境生命科学研究科 
医歯薬学総合研究科 
             
法務研究科 
連合学校教育学研究科（兵庫
教育大学大学院の参加校であ
る。） 

 

別表１（学部，研究科等） 

研
究
科 

教育学研究科 
社会文化科学研究科 
自然科学研究科 
保健学研究科 
環境生命科学研究科 
医歯薬学総合研究科 
ヘルスシステム統合科学研究科 
法務研究科 
連合学校教育学研究科（兵庫
教育大学大学院の参加校であ
る。） 

 

ヘルスシステム統
合科学研究科の設
置に伴う変更 

計画 

別表（収容定員） 
学部 
（略） 
 医学部            1355 人 
  うち医師養成に係る分野   675 人 
（略） 
 ①学部の計 9348 人 
 
研究科 
 教育学研究科       180 人 
  うち修士課程             140 人 
      専門職学位課程        40 人 
 社会文化科学研究科 236 人 
  うち博士後期課程          36 人 
      博士前期課程         200 人 
 自然科学研究科   1,005 人 
  うち博士課程（5 年一貫制）20 人 
      博士後期課程         195 人 
      博士前期課程         790 人 
（略） 
 医歯薬学総合研究科 662 人 
  うち博士課程             512 人 
      修士課程              40 人 
      博士後期課程          30 人 
      博士前期課程          80 人 
                     
                
                
（略） 
 ②博士課程の計 949 人 
 ③修士課程の計 1620 人 
 ④専門職学位課程の計 112 人 
 ⑤研究科の計 2681 人 
 
 ①＋⑤【合計】 12029 人 

別表（収容定員） 
学部 
（略） 
 医学部            1359 人 
  うち医師養成に係る分野   679 人 
（略） 
 ①学部の計 9352 人 
 
研究科 
 教育学研究科       164 人 
  うち修士課程              74 人 
      専門職学位課程        90 人 
 社会文化科学研究科 212 人 
  うち博士後期課程          36 人 
      博士前期課程         176 人 
 自然科学研究科     846 人 
  うち博士課程（5 年一貫制）20 人 
      博士後期課程         150 人 
      博士前期課程         676 人 
（略） 
 医歯薬学総合研究科 653 人 
  うち博士課程             512 人 
      修士課程              40 人 
      博士後期課程          27 人 
      博士前期課程          74 人 
 ヘルスシステム統合科学研究科 208 人 
  うち博士後期課程          48 人 
      博士前期課程         160 人 
（略） 
 ②博士課程の計 949 人 
 ③修士課程の計 1570 人 
 ④専門職学位課程の計 162 人 
 ⑤研究科の計 2681 人 
 
 ①＋⑤【合計】 12033 人 

― 

65 広島大学 目標 

別表１（学部，研究科） 

学 
 

部 

総合科学部  
文学部 
教育学部 
法学部 
経済学部 
理学部 
医学部 
歯学部 
薬学部 
工学部 
生物生産学部 

 

別表１（学部，研究科） 

学 
 

部 

総合科学部  
文学部 
教育学部 
法学部 
経済学部 
理学部 
医学部 
歯学部 
薬学部 
工学部 
生物生産学部 
情報科学部 

 

平成30年度の情報
科学部の新規設置
に伴う変更 
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65 広島大学 計画 

別表（収容定員） 

学 
 

部 

総合科学部            520 人 
文学部                580 人 
教育学部            1,900 人 
(うち教員養成に係る分野 640 人) 
法学部                760 人 
経済学部              880 人 
理学部                940 人 
医学部              1,160 人 
(うち医師養成に係る分野 680 人) 
歯学部                478 人 
(うち歯科医師養成に係る分野 318 人) 
薬学部                316 人 
工学部              1,980 人 
生物生産学部          380 人 

 

別表（収容定員） 

学 
 

部 

総合科学部            640 人 
文学部                540 人 
教育学部            1,780 人 
（うち教員養成に係る分野 628 人） 
法学部                720 人 
経済学部              800 人 
理学部                940 人 
医学部              1,170 人 
（うち医師養成に係る分野 690 人） 
歯学部                478 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 318 人） 
薬学部                316 人 
工学部              1,810 人 
生物生産学部          380 人 
情報科学部            330 人 

 

― 

66 山口大学 

目標 

別表１（学部・研究科等） 

研
究
科 

人文科学研究科 
教育学研究科 
経済学研究科 
医学系研究科 
理工学研究科（H28 募集停止） 
創成科学研究科 
東アジア研究科 
技術経営研究科 
連合獣医学研究科 
 

 

別表１（学部・研究科等） 

研
究
科 

人文科学研究科 
教育学研究科 
経済学研究科 
医学系研究科 
【削除】 
創成科学研究科 
東アジア研究科 
技術経営研究科 
連合獣医学研究科 
共同獣医学研究科（H30 設置） 

 

学生募集を停止し
た組織のうち完成
年度を迎える組織
の記載を削除した
ことに伴う変更 
 
平成30年4月 
共同獣医学研究科
設置に伴う変更 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部       740 人 
教育学部       720 人 
（うち教員養成に係る分野 720 人） 
経済学部     1,380 人 
理学部         880 人 
医学部       1,202 人 
（うち医師養成に係る分野 692 人） 
工学部       2,160 人 
農学部         400 人 
（うち獣医師養成に係る分野 0 人） 
共同獣医学部   180 人 
（うち獣医師養成に係る分野 180 人） 
国際総合科学部 100 人 

研
究
科 

人文科学研究科  16 人 
（うち修士課程        16 人） 
教育学研究科    82 人 
（うち修士課程        54 人） 
（うち専門職学位課程  28 人） 
経済学研究科    52 人 
（うち修士課程        52 人） 
医学系研究科   171 人 
うち博士課程       132 人 

博士前期課程    24 人 
博士後期課程    15 人 

理工学研究科     0 人 
（うち博士後期課程     0 人） 
創成科学研究科 1,024 人 
うち博士前期課程   892 人 

博士後期課程   132 人 
東アジア研究科   30 人 
（うち博士後期課程    30 人） 
技術経営研究科   30 人 
（うち専門職学位課程  30 人） 
連合獣医学研究科  48 人 
（うち博士課程        48 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部       740 人 
教育学部       720 人 
（うち教員養成に係る分野 720 人） 
経済学部     1,380 人 
理学部         880 人 
医学部       1,138 人 
（うち医師養成に係る分野 658 人） 
工学部       2,160 人 
農学部         400 人 
（【削除】） 
共同獣医学部   180 人 
（うち獣医師養成に係る分野 180 人） 
国際総合科学部 100 人 

研
究
科 

人文科学研究科  16 人 
（うち修士課程        16 人） 
教育学研究科    82 人 
（うち修士課程        54 人） 
（うち専門職学位課程  28 人） 
経済学研究科    52 人 
（うち修士課程        52 人） 
医学系研究科   171 人 
うち博士課程       132 人 

博士前期課程    24 人 
博士後期課程    15 人 

【削除】 
 
創成科学研究科 1,024 人 
うち博士前期課程   892 人 

博士後期課程   132 人 
東アジア研究科   30 人 
（うち博士後期課程    30 人） 
技術経営研究科   30 人 
（うち専門職学位課程  30 人） 
連合獣医学研究科 16 人 
(うち博士課程         16 人) 
共同獣医学研究科 24 人 
(うち博士課程         24 人) 

 

― 
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67 徳島大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

総合科学部         680 人 
医学部           1,328 人 
（うち医師養成に係る分野 600 人） 
歯学部             315 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 255人） 
薬学部             400 人 
理工学部         2,450 人 
工学部               0 人 
生物資源産業学部   406 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

総合科学部         680 人 
医学部           1,384 人 
（うち医師養成に係る分野 656 人） 
歯学部             315 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 255人） 
薬学部             400 人 
理工学部         2,450 人 
工学部               0 人 
生物資源産業学部   406 人 

 

― 

69 香川大学 

目標 

別表（学部、研究科等） 

学
部 

教育学部   
法学部       
経済学部  
医学部   
工学部   
 
農学部   

 

別表（学部、研究科等） 

学
部 

教育学部    
法学部        
経済学部   
医学部 
工学部（H30募集停止） 
創造工学部  
農学部    

 

創造工学部の設置
のため 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部   800 人 
（うち教員養成に係る分野 640 人） 
法学部      660 人 
経済学部 1,240 人 
医学部     901 人 
（うち医師養成に係る分野 641 人） 
工学部   1,080 人 
 
農学部     600 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部      640 人 
（うち教員養成に係る分野 640 人） 
法学部        660 人 
経済学部    1,040 人 
医学部        991 人 
（うち医師養成に係る分野 651 人） 
工学部（H30 募集停止）0人 
創造工学部   1,360 人 
農学部         600 人 

 

― 

70 愛媛大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

（略） 
医学部            905 人 
（うち医師養成に係る分野 645人） 
（略） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

（略） 
医学部            915 人 
（うち医師養成に係る分野 655人） 
（略） 

 

― 

71 高知大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部（H28 募集停止）  0 人 
人文社会科学部       1,120 人 
教育学部               520 人 
（うち教員養成に係る分野 520 人） 
理学部（H29 募集停止）    0 人 
理工学部               980 人 
医学部                 905 人 
（うち医師養成に係る分野 645 人） 
農学部（H28 募集停止）    0 人 
農林海洋科学部         800 人 
地域協働学部           240 人 

研
究
科 

総合人間自然科学研究科 558 人 
（うち修士課程     402 人） 
（    博士課程     156 人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文学部（H28 募集停止） 0 人 
人文社会科学部       1,120 人 
教育学部                520 人 
（うち教員養成に係る分野 520 人） 
理学部（H29 募集停止）    0 人 
理工学部               980 人 
医学部                 915 人 
（うち医師養成に係る分野 655 人） 
農学部（H28 募集停止）    0 人 
農林海洋科学部         800 人 
地域協働学部           240 人 

研
究
科 

総合人間自然科学研究科 552 人 
（うち修士課程      366 人） 
（    博士課程      156 人） 
（  専門職学位課程   30 人） 

 

― 
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73 九州大学 

目標 

別表１（学部，学府） 

学
部 

 
 文学部 
 教育学部 
 法学部 
 経済学部 
 理学部 
 医学部 
 歯学部 
 薬学部 
 工学部 
 芸術工学部 
 農学部 

 

別表１（学部，学府） 

学
部 

 共創学部（H30 設置） 
 文学部 
 教育学部 
 法学部 
 経済学部 
 理学部 
 医学部 
 歯学部 
 薬学部 
 工学部 
 芸術工学部 
 農学部 

 

平成30年 4月 1日
に共創学部を設置
するため 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

 
 文学部          640 人 
 教育学部        200 人 
 法学部          800 人 
 経済学部      1,000 人 
 理学部        1,118 人 
 医学部        1,250 人 
（うち医師養成に係る分野 654 人） 
 歯学部          318 人 
（うち歯科医師養成に係る分野318人） 
 薬学部          380 人 
 工学部        3,216 人 
 芸術工学部      808 人 
 農学部          916 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

 共創学部        420 人 
 文学部          604 人 
 教育学部        184 人 
 法学部          756 人 
 経済学部        944 人 
 理学部        1,042 人 
 医学部        1,238 人 
（うち医師養成に係る分野 654 人） 
 歯学部          318 人 
（うち歯科医師養成に係る分野318人） 
 薬学部          376 人 
 工学部        3,112 人 
 芸術工学部      748 人 
 農学部          904 人 

 

― 

75 佐賀大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部             480 人 
（うち教員養成に係る分野 480 人） 
芸術地域デザイン学部 450 人 
経済学部           1,040 人 
医学部                856 人 
（うち医師養成に係る分野 616 人） 
理工学部           2,000 人 
農学部               600 人 
文化教育学部           0 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部             480 人 
（うち教員養成に係る分野 480 人） 
芸術地域デザイン学部 450 人 
経済学部           1,040 人 
医学部               860 人 
（うち医師養成に係る分野 620 人） 
理工学部           2,000 人 
農学部               600 人 
文化教育学部           0 人 

 

― 

76 長崎大学 目標 

別表１（学部，研究科等） 

研
究
科 

 
教育学研究科 
経済学研究科 
工学研究科 
水産・環境科学総合研究科 
医歯薬学総合研究科 
熱帯医学・グローバルヘルス
研究科 

 

別表１（学部，研究科等） 

研
究
科 

多文化社会学研究科 
教育学研究科 
経済学研究科 
工学研究科 
水産・環境科学総合研究科 
医歯薬学総合研究科 
熱帯医学・グローバルヘルス
研究科 

 

修士課程の設置に
伴う変更 
（多文化社会学研
究科） 
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76 長崎大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

多文化社会学部  400人 
教育学部        960人 
（うち教員養成に係る分野960人） 
経済学部      1,330人 
医学部        1,135人 
（うち医師養成に係る分野683人） 
歯学部          300人 
（うち歯科医師養成に係る分野300人） 
薬学部          400人 
（うち薬剤師養成に係る分野240人） 
工学部        1,520人 
環境科学部      530人 
水産学部        440人 

研
究
科 

 
 
教育学研究科             76人 

うち専門職学位課程 76人 
経済学研究科             39人 

うち博士前期課程  30人 
博士後期課程   9人 

工学研究科              510人 
うち博士前期課程 440人 

博士後期課程  45人 
博士課程      25人 

水産・環境科学総合研究科181人 
うち博士前期課程 120人 

博士後期課程  36人 
博士課程      25人 

医歯薬学総合研究科      542人 
うち修士課程      60人 

博士課程     380人 
博士前期課程  72人 
博士後期課程  30人 

熱帯医学・グローバルヘルス研究科 62人 
うち修士課程      62人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

多文化社会学部  400 人 
教育学部        960 人 
（うち教員養成に係る分野 960 人） 
経済学部      1,330 人 
医学部        1,137 人 
（うち医師養成に係る分野 693 人） 
歯学部          300 人 
（うち歯科医師養成に係る分野 300 人） 
薬学部          400 人 
（うち薬剤師養成に係る分野 240 人） 
工学部        1,520 人 
環境科学部      530 人 
水産学部        440 人 

研
究
科 

多文化社会学研究科      20 人 
うち修士課程       20 人 

教育学研究科            56 人 
うち専門職学位課程 56 人 

経済学研究科            39 人 
うち博士前期課程   30 人 

博士後期課程    9 人 
工学研究科             510 人 
うち博士前期課程  440 人 

博士後期課程   45 人 
博士課程       25 人 

水産・環境科学総合研究科 181 人 
うち博士前期課程  120 人 

博士後期課程   36 人 
博士課程       25 人 

医歯薬学総合研究科     542 人 
うち修士課程       60 人 

博士課程      380 人 
博士前期課程   72 人 
博士後期課程   30 人 

熱帯医学・グローバルヘルス研究科92 人 
うち博士前期課程   62 人 

博士後期課程   30 人 
 

― 

77 熊本大学 目標 

別表１（学部研究科等） 

研
究
科
等 

教育研究科 
社会文化科学研究科 
自然科学研究科 
 
医学教育部 
保健学教育部 
薬学教育部 
法曹養成研究科（H28 募集停止） 

 

別表１（学部研究科等） 

研
究
科
等 

教育研究科 
社会文化科学研究科 
自然科学研究科（H30 募集停止） 
自然科学教育部 
医学教育部 
保健学教育部 
薬学教育部 

 

平成 30 年４月１
日付けで自然科学
研究科を自然科学
教育部に改組する
ため。 
法曹養成研究科
は、平成 28 年度か
ら学生募集を停止
し、学年進行によ
り平成 30 年度で
収容定員が０人と
なり完成するた
め、別表から削除
する。 
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77 熊本大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部     700 人 
教育学部   920 人 
（うち教員養成に係る分野 920 人） 
法学部     860 人 
理学部     800 人 
医学部   1,298 人 
（うち医師養成に係る分野 690 人） 
薬学部     470 人 
工学部   2,142 人 

研
究
科
等 

教育学研究科        90 人 
   うち修士課程       60 人 
       専門職学位課程 30 人 
社会文化科学研究科 191 人 
   うち博士前期課程  146 人 
       博士後期課程   45 人 
自然科学研究科      970人 
   うち博士前期課程  784人 
       博士後期課程  186人 
 
 
 
 
医学教育部         392 人 
   うち修士課程      40 人 
       博士課程     352 人 
保健学教育部        66 人 
   うち博士前期課程  48 人 
       博士後期課程  18 人 
薬学教育部         132 人 
   うち博士前期課程  70 人 
       博士後期課程  30 人 
       博士課程      32 人 
法曹養成研究科       0人 
（H28募集停止） 
  （うち専門職学位課程 0人） 

 

別表（収容定員） 

学
部 

文学部     700 人 
教育学部   920 人 
（うち教員養成に係る分野 920 人） 
法学部     860 人 
理学部     800 人 
医学部   1,278 人 
（うち医師養成に係る分野 670 人） 
薬学部     470 人 
工学部   2,142 人 

研
究
科
等 

教育学研究科        90 人 
   うち修士課程       60 人 
       専門職学位課程 30 人 
社会文化科学研究科 191 人 
   うち博士前期課程  146 人 
       博士後期課程   45 人 
自然科学研究科       0 人 
（H30 募集停止） 
   うち博士前期課程    0 人 
       博士後期課程    0 人 
自然科学教育部   1,060 人 
   うち博士前期課程  886 人 
       博士後期課程  174 人 
医学教育部         392 人 
   うち修士課程       40 人 
       博士課程      352 人 
保健学教育部        66 人 
   うち博士前期課程   48 人 
       博士後期課程   18 人 
薬学教育部         132 人 
   うち博士前期課程   70 人 
       博士後期課程   30 人 
       博士課程       32 人 

 

― 

78 大分大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部        540人 
（うち教員養成に係る分野540人） 
経済学部      1,180人 
医学部          872人 
（うち医師養成に係る分野620人） 
工学部            0人 
理工学部      1,560人 
福祉健康科学部  400人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部        540 人 
（うち教員養成に係る分野 540 人） 
経済学部      1,180 人 
医学部          882 人 
（うち医師養成に係る分野 630 人） 
工学部            0 人 
理工学部      1,560 人 
福祉健康科学部  400 人 

 

― 

79 宮崎大学 計画 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部    480人 
（うち教員養成に係る分野480人） 
医学部     920人 
（うち医師養成に係る分野660人） 
工学部    1,500人 
農学部    1,200人 
（うち獣医師養成に係る分野180人） 
地域資源創成学部  360人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

教育学部    480 人 
（うち教員養成に係る分野 480 人） 
医学部     900 人 
（うち医師養成に係る分野 640 人） 
工学部    1,500 人 
農学部    1,200 人 
（うち獣医師養成に係る分野 180 人） 
地域資源創成学部  360 人 

 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

80 鹿児島大学 

目標 

別表 1（学部，研究科） 

研
究
科 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
保健学研究科 
理工学研究科 
農学研究科 
水産学研究科 
医歯学総合研究科 
臨床心理学研究科 
（新設） 
（略） 

 

別表 1（学部，研究科） 

研
究
科 

人文社会科学研究科 
教育学研究科 
保健学研究科 
理工学研究科 
農学研究科 
水産学研究科 
医歯学総合研究科 
臨床心理学研究科 
共同獣医学研究科 
(略) 

 

共同獣医学研究科
の平成 30 年度設
置に伴う変更 
 

計画 

別表（収容定員） 
 

学
部 

法文学部    1,660人 
教育学部     860人 
（うち教員養成に係る分野 860人） 
理 学 部      740人 
医 学 部   1,168人 
（うち医師養成に係る分野 648人） 
歯 学 部     318人 
（うち歯科医師養成に係る分野 318人） 
工 学 部    1,800人 
農 学 部      820人 
（うち獣医師養成に係る分野  0人） 
水産学部     560人 
（うち水産教員養成に係る分野0人） 
共同獣医学部  180人 
（うち獣医師養成に係る分野 180 人） 

研
究
科 

 

人文社会科学研究科  74 人 
  うち修士課程       56 人 

博士課程       18 人 
教育学研究科        76 人 

うち修士課程       44 人 
  うち専門職学位課程 32 人 
保健学研究科        62 人 

うち修士課程       44 人 
博士課程       18 人 

理工学研究科       644 人 
うち修士課程      572 人 

      博士課程       72 人 
農学研究科         138 人 
（うち修士課程      138 人） 
水産学研究科        64 人 
（うち修士課程       64 人） 
医歯学総合研究科   220 人 

うち修士課程       20 人 
博士課程      200 人 

臨床心理学研究科    30 人 
（うち専門職学位課程 30 人） 
 
 
連合農学研究科       69人 
（うち博士課程        69人） 

別表（収容定員） 
 

学
部 

法文学部    1,660人 
教育学部     860人 
（うち教員養成に係る分野 860人） 
理 学 部      740 人 
医 学 部  1,178 人 
（うち医師養成に係る分野 658 人） 
歯 学 部     318人 
（うち歯科医師養成に係る分野 318人） 
工 学 部    1,800人 
農 学 部      820人 
（うち獣医師養成に係る分野  0人） 
水産学部     560人 
（うち水産教員養成に係る分野0人） 
共同獣医学部  180人 
（うち獣医師養成に係る分野 180 人） 

研
究
科 

 

人文社会科学研究科  74 人 
  うち修士課程       56 人 

博士課程       18 人 
教育学研究科        76 人 
うち修士課程       44 人 

  うち専門職学位課程 32 人 
保健学研究科        62 人 
うち修士課程       44 人 

博士課程       18 人 
理工学研究科       644 人 
うち修士課程      572 人 

      博士課程       72 人 
農学研究科         138 人 
（うち修士課程      138 人） 
水産学研究科        64 人 
（うち修士課程       64 人） 
医歯学総合研究科   220 人 
うち修士課程       20 人 

博士課程      200 人 
臨床心理学研究科    30 人 
（うち専門職学位課程 30 人） 
共同獣医学研究科    24 人 
（うち博士課程       24 人） 
連合農学研究科      69 人 
（うち博士課程       69 人） 

― 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

現行 変更案 変更理由 

82 琉球大学 

目標 

別表 1（学部，研究科） 

学
部 

 
 
法文学部  
観光産業科学部  
 
教育学部  
理学部  
医学部  
工学部  
農学部 

 

別表 1（学部，研究科） 

学
部 

人文社会学部  
国際地域創造学部 
法文学部（Ｈ３０募集停止）  
観光産業科学部（Ｈ３０募集
停止）  
教育学部  
理学部  
医学部  
工学部  
農学部 

 

法文学部と観光産
業科学部を再編・
改組し、人文社会
学部と国際地域創
造学部を設置（平
成３０年４月）す
るための変更 

計画 

別表（収容定員） 

学
部 

 
 
法文学部          1,672 人 
観光産業科学部      568 人 
教育学部            560 人 
理学部              800 人 
医学部              909 人 
（うち医師養成に係る分野 669 人） 
工学部            1,440 人 
農学部              570 人 

 

別表（収容定員） 

学
部 

人文社会学部        820 人 
国際地域創造学部  1,420 人 
法文学部              0 人 
観光産業科学部        0 人 
教育学部            560 人 
理学部              800 人 
医学部              913 人 
（うち医師養成に係る分野 673 人） 
工学部            1,440 人 
農学部              570 人 

 

― 

85 
北陸先端科
学技術大学
院大学 

計画 

別表（収容定員） 
先端科学技術研究科   834 人 
 うち博士前期課程  564 人 
 うち博士後期課程  270 人 
知識科学研究科（H28 募集停止） 0 人 
情報科学研究科（H28 募集停止） 0 人 
マテリアルサイエンス研究科（H28 募集停止）0人 

 

別表（収容定員） 
先端科学技術研究科   854 人 
 うち博士前期課程  564 人 
 うち博士後期課程  270 人 
 うち修士課程     20 人 

 

― 

86 
奈良先端科
学技術大学
院大学 

目標 

別表（研究科） 

研
究
科 

（新規） 
情報科学研究科 
 
バイオサイエンス研究科 
 
物質創成科学研究科 

 

別表（研究科） 

研
究
科 

先端科学技術研究科 
情報科学研究科 
（H30 募集停止） 
バイオサイエンス研究科 
（H30 募集停止） 
物質創成科学研究科 
（H30 募集停止） 

 

先端科学技術研究
科の設置に伴う変
更 

計画 

別表（収容定員） 

研
究
科 

（新規） 
 
 
 
情報科学研究科         390 人 
うち博士前期課程  270 人 

博士後期課程  120 人 
バイオサイエンス研究科 361 人 
うち博士前期課程  250 人 

博士後期課程  111 人 
物質創成科学研究科     270 人 
うち博士前期課程  180 人 

博士後期課程   90 人 
 

別表（収容定員） 

研
究
科 

先端科学技術研究科   1021 人 
うち博士前期課程  700 人 

博士後期課程  321 人 
 
情報科学研究科          0 人 
 
 
バイオサイエンス研究科  0 人 
 
 
物質創成科学研究科      0 人 

 

― 
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募集停止に伴う学部・研究科名の削除 １３法人 

番
号 

法人名 変更区分 学部・研究科名 

05 帯広畜産大学 目標・計画 
岐阜大学大学院連合獣医学研究科の解散 
岩手大学大学院連合農学研究科から離脱 

09 岩手大学 目標・計画 
人文社会科学研究科 
農学研究科 

12 秋田大学 目標・計画 工学資源学研究科 

28 東京工業大学 目標・計画 

理工学研究科 
生命理工学研究科 
総合理工学研究科 
情報理工学研究科 
社会理工学研究科 
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

31 電気通信大学 目標・計画 情報システム学研究科 

34 新潟大学 目標・計画 技術経営研究科 

42 岐阜大学 目標・計画 応用生物科学研究科 

43 静岡大学 目標・計画 法務研究科 

62 鳥取大学 目標・計画 
地域学研究科 
農学研究科 

66 山口大学 目標・計画 理工学研究科 

70 愛媛大学 目標 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科 

77 熊本大学 目標・計画 法曹養成研究科 

85 
北陸先端科学技術 
大学院大学 

目標・計画 
知識科学研究科 
情報科学研究科 
マテリアルサイエンス研究科 
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○教育関係共同利用拠点の認定等に伴う変更 ８法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

13 山形大学 目標 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
 ２ 教育研究組織 
  この中期目標を達成するため、別表に記載する
学部、研究科を置く。 
 
 
（略） 
 
（新設） 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 
 ２ 教育研究組織 
  この中期目標を達成するため、別表１に記載す
る学部、研究科並びに別表２に記載する教育関係共
同利用拠点を置く。 
 
（略） 
別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 
 

【教育関係共同利用拠点】 
地方中小規模大学の教育実践力の開発・向上を
支援する連携・体験型拠点（教育開発連携支援
センター） 

 

15 茨城大学 目標 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
霞ヶ浦流域の水圏環境科学フィールド教育拠点 
（広域水圏環境科学教育研究センター） 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
湖沼環境・生態系と人の関わりを多角的に理解する
水圏環境科学フィールド教育拠点 
（広域水圏環境科学教育研究センター） 

16 筑波大学 目標 

別表２(共同利用･共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点) 

教
育
関
係 

共
同
利
用
拠
点 

日本語・日本事情遠隔教育拠点（筑
波大学グローバルコミュニケーシ
ョン教育センター） 
ナチュラルヒストリーに根ざした
森と草原の生物多様性教育拠点
（筑波大学菅平高原実験センタ
ー） 

 

別表２(共同利用･共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点) 

教
育
関
係 

共
同
利
用
拠
点 

日本語・日本事情遠隔教育拠点（筑
波大学グローバルコミュニケーシ
ョン教育センター） 
ナチュラルヒストリーに根ざした
山岳科学教育拠点（筑波大学山岳
科学センター） 

 

22 東京大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
（略） 
【教育関係共同利用拠点】 
三浦半島の多様な生物種を活用する海洋
教育共同利用拠点 
（大学院理学系研究科附属臨海実験所） 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
（略） 
【教育関係共同利用拠点】 
三浦半島の多様な生物種を活用する国際
海洋教育共同利用拠点 
（大学院理学系研究科附属臨海実験所） 

 

38 金沢大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用
拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
がん進展制御研究所 
環日本海域環境研究センター 
【教育関係共同利用拠点】 
環日本海域環境研究センター 臨海
実験施設 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用
拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
がん進展制御研究所 
環日本海域環境研究センター 
【教育関係共同利用拠点】 
環日本海域環境研究センター 臨海
実験施設 
国際基幹教育院 高等教育開発・支
援部門 

 

41 信州大学 目標 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
中部高冷地域における農業教育共同利用
拠点－高冷地野菜と畜産を組み合わせた
フィールド教育－（農学部附属アルプス圏
フィールド科学教育研究センター野辺山
農場） 

南信州を舞台とした自然の成り立ちから
山の生業までを学ぶ教育関係共同利用拠
点（農学部附属アルプス圏フィールド科学
教育研究センター演習林） 

 

別表２（教育関係共同利用拠点） 
中部高冷地域における農業・環境教育共同
利用拠点－高冷地野菜，畜産と環境を組み
合わせたフィールド教育－（信州大学農学
部附属アルプス圏フィールド科学教育研
究センター野辺山農場） 

南信州を舞台とした自然の成り立ちから
山の生業までを学ぶ教育関係共同利用拠
点（農学部附属アルプス圏フィールド科学
教育研究センター演習林） 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

45 名古屋大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

（共同利用・共同研究拠点） 
宇宙地球環境研究所 
未来材料・システム研究所 
情報基盤センター 
 
（教育関係共同利用拠点） 
先端マリンバイオロジー教育共同利用拠
点（名古屋大学大学院理学研究科附属臨海
実験所） 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

（共同利用・共同研究拠点） 
宇宙地球環境研究所 
未来材料・システム研究所 
情報基盤センター 
 
（教育関係共同利用拠点） 
先端マリンバイオロジーに関するグロー
バル教育共同利用拠点（名古屋大学大学院
理学研究科附属臨海実験所） 
質保証を担う中核教職員能力開発拠点（名
古屋大学高等教育研究センター） 

 

66 山口大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用
拠点） 
 

【教育関係共同利用拠点】 
「教職員の組織的な研修等の共同利用拠点（知
的財産教育）（知的財産センター）」 

別表２（共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用
拠点） 
 

【教育関係共同利用拠点】 
「知的財産教育研究共同利用拠点（知的財産セ
ンター）」 
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○ 共同利用・共同研究拠点の改組等に伴う変更 ３法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 変更内容 変更理由 

16 筑波大学 目標 

別表２(共同利用･共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点) 

共
同
利
用
・ 

共
同
研
究
拠
点 

 
計算科学研究センター 
遺伝子実験センター 
 

 

別表２(共同利用･共同研究拠点、教育関係共同利用拠
点) 

共
同
利
用
・ 

共
同
研
究
拠
点 

 
計算科学研究センター 
つくば機能植物イノベーション研
究センター遺伝子実験センター 
 

 
 

 
52 

京都大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点） 
 

【共同利用・共同研究拠点】 
 
 
化学研究所  
人文科学研究所  
ウイルス・再生医科学研究所  
エネルギー理工学研究所  
生存圏研究所 
防災研究所  
基礎物理学研究所  
経済研究所  
数理解析研究所  
原子炉実験所  
霊長類研究所  
東南アジア地域研究研究所 
学術情報メディアセンター 
放射線生物研究センター 
生態学研究センター  
野生動物研究センター 

 
 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 
 

【共同利用・共同研究拠点】 
大学院生命科学研究科附属放射線生物研
究センター 
化学研究所  
人文科学研究所  
ウイルス・再生医科学研究所  
エネルギー理工学研究所  
生存圏研究所 
防災研究所  
基礎物理学研究所  
経済研究所  
数理解析研究所  
複合原子力科学研究所  
霊長類研究所  
東南アジア地域研究研究所 
学術情報メディアセンター 
 
生態学研究センター  
野生動物研究センター 

 

55 大阪大学 目標 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利
用拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
微生物病研究所 
産業科学研究所 
蛋白質研究所 
社会経済研究所 
接合科学研究所 
 
核物理研究センター 
サイバーメディアセンター 
レーザーエネルギー学研究センター 
 
【教育関係共同利用拠点】 
日本語・日本文化教育研修共同利用拠点 
（大阪大学日本語日本文化教育センター） 

 
 

別表２（共同利用・共同研究拠点、教育関係共同利用
拠点） 

【共同利用・共同研究拠点】 
微生物病研究所 
産業科学研究所 
蛋白質研究所 
社会経済研究所 
接合科学研究所 
レーザー科学研究所 
核物理研究センター 
サイバーメディアセンター 
 
 
【教育関係共同利用拠点】 
日本語・日本文化教育研修共同利用拠点 
（大阪大学日本語日本文化教育センター） 
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○重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更１６法人 

・国立大学若手人材支援事業の採択に伴う変更 ８法人 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

12 秋田大学 計画 

【54】③40 歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を，
テニュアトラック制度等を活用するなどして全学
的に拡大し，教育研究を活発化させるため，若手教
員の雇用に関する計画に基づき，若手教員（承継職
員）の雇用を平成 33 年度末までに 10 人以上とな
るよう促進する。 

【54】③40 歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を，
テニュアトラック制度等を活用するなどして全学
的に拡大し，教育研究を活発化させるため，若手教
員の雇用に関する計画に基づき，退職金に係る運
営費交付金の積算対象となる教員における若手教
員比率を概ね 19.5％とすることを目標に雇用の取
組を促進する。 

13 山形大学 計画 

52．優秀な人材を確保するため、人事・給与システ
ムの弾力的な運用等を通じて業績評価を加味した
年俸制や混合給与による採用を拡大し、平成 33 年
度までに適用者比率を 10％に増加させる。また、
第２期中期目標・中期計画期間に導入した本学独
自のテニュアトラック制度（新規採用教員のスタ
ートアップ支援制度）による新規採用者を平成 33
年度までに 15 人程度増加させ､優秀な人材の採用
及び育成の仕組みとして普及・定着させる。 

52．優秀な人材を確保するため、人事・給与システ
ムの弾力的な運用等を通じて業績評価を加味した
年俸制や混合給与による採用を拡大し、平成 33 年
度までに適用者比率を 10％に増加させる。また、
優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大し、教
育研究を活性化するため、退職金に係る運営費交
付金の積算対象となる教員のうち40歳未満の構成
比率を 20.5%となるよう促進する。 

22 東京大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置  
１ （略） 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１） （略） 
（２）研究実施体制等に関する目標を達成するた
めの措置 
 ①-1 （略） 
 ①-2 卓越した若手研究者が、安定性のあるポ
ストに就きながら、産学官の機関や分野の枠を越
えて、独創的な研究に専念できる環境の整備を組
織的に行い、それに必要なポストとして、３００ポ
スト確保することを目指す。また、研究者の多様化
推進の観点から、組織的に社会人の研究者や外国
人研究者、女性研究者の積極的な採用と育成に重
点を置くとともに、将来の研究を担う女子学生や
留学生に対して明確なキャリアパスを示し、修士・
博士課程への進学を奨励する。【27】 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置  
１ （略） 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 
（１） （略） 
（２）研究実施体制等に関する目標を達成するた
めの措置 
 ①-1 （略） 
 ①-2 卓越した若手研究者が、安定性のあるポ
ストに就きながら、産学官の機関や分野の枠を越
えて、独創的な研究に専念できる環境の整備を組
織的に行い、それに必要なポストとして３００ポ
ストの確保及び若手教員比率を２８％以上とする
ことを目指す。また、研究者の多様化推進の観点か
ら、組織的に社会人の研究者や外国人研究者、女性
研究者の積極的な採用と育成に重点を置くととも
に、将来の研究を担う女子学生や留学生に対して
明確なキャリアパスを示し、修士・博士課程への進
学を奨励する。【27】 

30 
お茶の水女
子大学 

計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するため
の措置 
○ 第２期に引き続き、優秀な若手教員の活躍の
場を全学的に拡大するため、 
40 歳未満の若手教員の採用を促進し、退職金に係
る運営費交付金の積算対象 
となる教員における割合を 16％以上にする。【K41】 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するため
の措置 
○第２期に引き続き、優秀な若手教員の活躍の場
を全学的に拡大するため、40 歳未満の若手教員の
採用を促進し、退職金に係る運営費交付金の積算
対象となる教員における割合を 18％以上にする。
【K41】 

43 静岡大学 計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置  
≪ 略 ≫ 
④ 大学のグローバル化を一層進めるため、外国人
教員及び外国の大学等の学位を取得した教員の比
率を全教員の 13％まで拡大する。また、第２期中
期目標期間に引き続き、テニュアトラック制度を
活用し、若手研究者を育成する。【56】 

Ⅱ （同左） 
≪ 略 ≫ 
④大学のグローバル化を一層進めるため、外国人
教員及び外国の大学等の学位を取得した教員の比
率を全教員の 13％まで拡大する。また、第２期中
期目標期間に引き続き、テニュアトラック制度を
活用し、若手研究者を育成するとともに、40 歳未
満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大
し、教育研究を活性化するため、若手教員の雇用に
関する計画に基づき、退職金に係る運営費交付金
の積算対象となる教員としての雇用を 16.7％とな
るよう促進する。【56】 
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番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 

変更前 変更案 

57 
兵庫教育大
学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置 
１ 教育に関する目標を達成するための措置 
（２）教育の実施体制等に関する目標を達成する
ための措置 
11 社会のニーズや本学のミッションの実現に対
応できる教員の配置について明確な方針を策定
し，厳正な評価に基づいて女性，若手，外国籍の教
員を積極的に採用する。また，教育効果等の観点か
ら，必要に応じて教育研究組織の役割分担（学部・
大学院等）の比重を見直す。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を
達成するためにとるべき措置 
１ 教育に関する目標を達成するための措置 
（２）教育の実施体制等に関する目標を達成する
ための措置 
11 社会のニーズや本学のミッションの実現に対
応できる教員の配置について明確な方針を策定
し，厳正な評価に基づいて女性，若手，外国籍の教
員を積極的に採用する。若手教員の採用について
は，40 歳未満の若手教員の活躍の場を全学的に拡
大し，若手教員の雇用に関する計画に基づき，退職
金に係る運営費交付金の積算対象となる教員にお
ける若手教員の比率を第３期中期目標期間末時点
で 14%以上となるよう促進する。また，教育効果等
の観点から，必要に応じて教育研究組織の役割分
担（学部・大学院等）の比重を見直す。 

65 広島大学 計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するた
めの措置 
（略）   
【48】 優秀な若手教員（４０歳未満）の活躍の場
を全学的に拡大し教育研究を活性化するため，テ
ニュアトラック教員の計画的採用などにより，若
手教員（４０歳未満）を３４％程度にまで増加させ
る。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するた
めの措置 
（略）   
【48】 優秀な若手教員（４０歳未満）の活躍の場
を全学的に拡大し教育研究を活性化するため，若
手教員の雇用に関する計画に基づき，テニュアト
ラック教員の計画的採用などにより，若手教員（４
０歳未満）を３４％（退職金に係る運営費交付金の
積算対象となる教員については２３．４％）程度に
まで増加させる。 

75 大分大学 計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するため
の措置 
【53】 国内外の優秀な人材の積極的登用などに
より教育研究の活性化を図るため、承継教員の１
０％を年俸制適用者とし、業績評価を含めた安定
運用を行う。併せて、混合給与制等の新たな人事・
給与システムの検討及び導入を行う。 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するため
の措置 
【53】 国内外の優秀な人材の積極的登用などに
より教育研究の活性化を図るため、承継教員の１
０％を年俸制適用者とし、業績評価を含めた安定
運用を行う。併せて、混合給与制等の新たな人事・
給与システムの検討及び導入を行う。さらに、４０
歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡
大し、教育研究を活性化するため、若手教員の雇用
に関する計画に基づき、退職金に係る運営費交付
金の積算対象となる教員としての雇用を、若手教
員比率１８．２％を目指して促進する。 
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・その他、重点的に取り組む新たな構想が具体化したこと等に伴う変更 １０法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

12 秋田大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
（新規） 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【29】①（略） 
 
【30】②（略） 
 
【31】③（略） 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
【50】②平成 26 年度に設置した学長直
属の大学戦略室において，学長から諮
問があった事項に関する企画・立案等
を行うため，ＩＲ（インスティトゥーシ
ョナル・リサーチ）を活用した経営戦略
の立案や業務改善，組織体制の見直し
等を推進する。また，引き続き本学役員
と監事，会計監査人，監査室で構成され
る四者協議会において洗い出した課題
等に対して，学長のリーダーシップの
下，業務改善等に向けた取組を実施す
る。 
 
２ 教育研究組織の見直しに関する目
標を達成するための措置 
【57】①各学部・研究科の実施する教
育・研究がミッションの再定義に沿っ
た内容及び成果が得られているかにつ
いて，外部委員を構成員に含む経営協
議会及び連携運営パネル（教育研究カ
ウンシル・運営カウンシル）が検証し，
改善につなげる。また，地域や社会の要
請が高い分野の人材を育成するため，
学長のリーダーシップの下で活動する
評価センター及び大学戦略室におい
て，ＩＲを用いた分析等を行い，教育研
究組織や人員配置等の見直しを行う。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
【73】①本学，秋田県及び秋田県医師会
が三位一体となり高齢者医療に特化し
た研究拠点として「高齢者医療先端研
究センター」を設置し，戦略的な教員配
置や外部資金の活用等により，第３期
中期目標期間中に高齢者の医療環境改
善への貢献など社会的要請に応えるた
めの体制を整備する。 
「高齢者医療先端研究センター」にお
いては，高齢者医療の先端的な研究の
ほか，地域社会学の知見を踏まえた学
際的な研究を推進する。 
 
【29】②（略） 
 
【30】③（略） 
 
【31】④（略） 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
【50】②平成 26 年度に設置した学長直
属の大学戦略室において，学長から諮
問があった事項に関する企画・立案等
を行うため，評価・ＩＲセンターが行う
ＩＲ（インスティトゥーショナル・リサ
ーチ）を活用するなど，経営戦略の立案
や業務改善，組織体制の見直し等を推
進する。また，引き続き本学役員と監
事，会計監査人，監査室で構成される四
者協議会において洗い出した課題等に
対して，学長のリーダーシップの下，業
務改善等に向けた取組を実施する。 
 
２ 教育研究組織の見直しに関する目
標を達成するための措置 
【57】①各学部・研究科の実施する教
育・研究がミッションの再定義に沿っ
た内容及び成果が得られているかにつ
いて，外部委員を構成員に含む経営協
議会及び連携運営パネル（教育研究カ
ウンシル・運営カウンシル）が検証し，
改善につなげる。また，地域や社会の要
請が高い分野の人材を育成するため，
学長のリーダーシップの下で活動する
評価・ＩＲセンター及び大学戦略室に
おいて，ＩＲを用いた分析等を行い，教
育研究組織や人員配置等の見直しを行
う。 

○「高齢者医療先端研
究センター」を設置し，
秋田県が抱える重要課
題「少子高齢化」，「地
域医療体制の維持」の
解決に寄与するため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○評価センターのＩＲ
機能強化に伴う組織名
称変更とそれに伴う業
務分担の明確化のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○評価センターのＩＲ
機能強化に伴う組織名
称変更のため 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

12 秋田大学 計画 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る
情報の提供に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 
１ 評価の充実に関する目標を達成す
るための措置 
【64】①中期目標・中期計画を確実に遂
行するため，評価センターにおいて自
己点検・評価を継続的に行うとともに，
学内の各種情報を集約化のうえ，大学
ポートレート上に公開する。また，本学
が抱える課題を分析のうえ，その内容
を役員ミーティングや大学運営会議に
諮り，学長のリーダーシップの下，業務
改善や教育研究の質の向上に関する企
画の実施などを通じて大学運営に活用
する。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る
情報の提供に関する目標を達成するた
めにとるべき措置 
１ 評価の充実に関する目標を達成す
るための措置 
【64】①中期目標・中期計画を確実に遂
行するため，評価・ＩＲセンターにおい
て自己点検・評価を継続的に行うとと
もに，学内の各種情報を集約化のうえ，
大学ポートレート上に公開する。また，
本学が抱える課題を分析のうえ，その
内容を役員ミーティングや大学運営会
議に諮り，学長のリーダーシップの下，
業務改善や教育研究の質の向上に関す
る企画の実施などを通じて大学運営に
活用する。 

○評価センターのＩＲ
機能強化に伴う組織名
称変更のため 

16 筑波大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
２ 国際的に互換性のある教育の実施
に向けての目標を達成するための措置 
◇ 国内外の大学や筑波研究学園都市
の研究開発法人とのトランスボーダー
連携に関する具体的方策 
（略） 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
（略） 
◇ 教育研究組織の見直し、再編成に関
する具体的方策 
20 学位プログラム制による教育に全
学的に移行するとともに、分野横断型
の学位プログラムを拡充する。これに
併せて、既存の教育組織の入学定員を
見直し、学位プログラムごとに適切に
設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
２ 国際的に互換性のある教育の実施
に向けての目標を達成するための措置 
◇ 国内外の大学や筑波研究学園都市
の研究開発法人とのトランスボーダー
連携に関する具体的方策 
（略） 
16 の 2 国内外の政府、大学等からの
要請に基づき、外国の大学の教育課程
に位置付けられる日本国内への受入イ
ンターンシッププログラムなど、教育
業務を受託し、国際的な互換性維持に
配慮しつつ、既存の連携方策の改善と
より多様な連携形態の導入に取り組
む。 
（略） 
◇ 教育研究組織の見直し、再編成に関
する具体的方策 
20 国際的互換性のある学位プログラ
ム制による教育に全学的に移行すると
ともに、分野横断型の学位プログラム
を拡充する。 
これに併せて、大学院課程においても
学校教育法第 100 条ただし書の規定に
より置くことができる研究科以外の教
育研究上の基本となる組織として、教
育を担う組織(以下のとおり)と研究を
担う組織（計画 29-2 に掲げる「系」）
を置く。また、教育を担う組織には大学
院設置基準第 6 条に規定される「専攻」
相当の組織を置き、構成する学位プロ
グラムを管理する。 
これにより、それぞれの教育課程に効
率的に資源投入し、最大限の効果が得
られるよう教育課程と授業科目を管理
するとともに、教育イニシアティブ推
進機構(仮称)を置き、授与する学位の
質保証並びに評価に基づく教育組織の
入学定員の見直し及び学位プログラム
ごとの適切な配分を実施する。 
 
教育を担う組織 
 ビジネス科学・人文社会科学研究群
（仮称）、理工・情報・生命研究群（仮
称）、人間総合科学研究群（仮称） 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トランスボーダー連携
による教育の推進とし
て外国政府等からの教
育業務の受託を重点計
画として掲げるため。 
 
 
 
 
 
教育研究上の必要性か
ら、大学院研究科に代
えて、教育を担う組織
と研究を担う組織の設
置等により、国際的互
換性のある教育の実施
体制の整備を重点計画
として掲げるため。 
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16 筑波大学 計画 

４ 世界トップレベルの研究の推進に
向けての目標を達成するための措置 
（略） 
◇ 学内の研究システムの大胆な改革
に関する具体的方策 
29 基幹研究組織（WPI「国際統合睡眠
医科学研究機構」、計算科学研究センタ
ー、生命領域学際研究センター（TARA）
など）を中核として研究センターの改
組・再編・集約を進める。 
＜KPI：平成 28 年度までにすべての研
究センターの改組・再編・集約計画を策
定し、当該計画に基づき改組再編集約
を順次実施＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新規) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 

４ 世界トップレベルの研究の推進に
向けての目標を達成するための措置 
（略） 
◇ 学内の研究システムの大胆な改革
に関する具体的方策 
29 基礎研究、学際横断型研究、大学の
戦略に基づく研究をバランスよく進め
るとともに、各研究組織に対する支援
や権能付与を全体として整合的でしか
も評価に基づくものとするため、研究
センターの改組・再編・集約のための見
直し結果を踏まえ、学内の研究組織を
学術的な先端研究センターと開発研究
センターに大別し、学術的な先端研究
センターについては 5 年ごとに評価を
実施し段階認定(4 段階(R1～R4))を行
う仕組みを導入する。なお、開発研究セ
ンターは運営活動経費をすべて外部資
金により賄い、社会実装を目指した研
究活動を行うものとする。 
また、この仕組みの導入に併せて、これ
まで進めてきた研究センター見直し結
果を踏まえ、研究センターから教育研
究支援センター等への転換、研究セン
ターの集約・再編、リサーチユニットへ
の転換を実施する。 
 
R1：世界級研究拠点    R2：全国級
研究拠点 
R3：重点育成研究拠点   R4：育成研
究拠点（リサーチユニット） 
 
＜KPI：平成 28 年度までにすべての研
究センターの改組・再編・集約計画を策
定し、当該計画に基づき改組再編集約
を順次実施。 
各研究センターに対する支援の内容・
水準と各研究センターに付与される学
内権能が、各段階に相応し、しかも全体
として整合的であるように、平成 30 年
度までに整理し、ルール化を実施。＞ 
 
29 の 2 「系」（以下のとおり）を中心
に戦略的に研究を推進するとともに、
計画29に掲げる学術的な先端研究セン
ターの評価の仕組みの導入に際して、
R1 世界級研究拠点として認定された以
下に示す研究組織に固有の人事機関を
置き、重点的な研究分野における研究
戦略に基づく柔軟で機動的な教員人事
を可能にする。 
 
系 
人文社会系、ビジネスサイエンス系、数
理物質系、システム情報系、 
生命環境系、人間系、体育系、芸術系、
医学医療系、図書館情報メディア系、学
際研究系 
 
R1 世界級研究拠点 
計算科学研究センター、生命領域学際
研究センター（TARA） 
（略） 

 
 
 
 
 
 
平成 28 年度まで研究
センターの改組・再編・
集約計画を策定したこ
とを踏まえ、さらに、
段階認定評価システム
に基づく PDCA サイク
ルを明示すると共に、
系による戦略的な研究
の推進について、重点
計画として掲げるた
め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「系」を中心とした戦
略的な研究の推進と機
動的な教員人事の推進
について重点計画とし
て掲げるため。 
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16 筑波大学 計画 

７ 筑波研究学園都市を含めた地域と
の連携に向けての目標を達成するため
の措置 
（略） 
◇ 社会との連携･協力、生涯教育等の
社会サービスに関する具体的方策 
42 大学の知的ポテンシャルと社会の
課題解決ニーズを双方向に結びつける
ことにより、大学と社会との教育・研究
を通じた交流を推進するとともに、大
学の知の発信として社会人に学びの場
を積極的に提供するなど社会貢献を強
化する。 
 
 
 
 
 
（略） 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
（略） 
２ 法令遵守等に関する目標を達成す
るための措置 
（略） 
◇ 安全性と柔軟性を併せ持つ情報セ
キュリティ環境の実現に関する具体的
方策 
57 全ての大学構成員に対する情報セ
キュリティ教育受講の義務化を目標と
するとともに、情報セキュリティ監査
等を通じたリスクマネジメント及びキ
ャンパス情報ネットワークのセキュリ
ティを強化すること等により、情報セ
キュリティ環境を充実・強化する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 
 

７ 筑波研究学園都市を含めた地域と
の連携に向けての目標を達成するため
の措置 
（略） 
◇ 社会との連携･協力、生涯教育等の
社会サービスに関する具体的方策 
42 大学の知的ポテンシャルと社会の
課題解決ニーズを双方向に結びつける
ことにより、大学と社会との教育・研究
を通じた交流を推進するとともに、大
学の知の発信として社会人に学びの場
を積極的に提供するなど社会貢献を強
化する。 
さらに、児童、生徒、学生等に対するオ
リンピック・パラリンピック教育(ボラ
ンティア養成を含む)、競技力向上に向
けた事業を通じて健康増進等に貢献す
る。 
（略） 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
（略） 
２ 法令遵守等に関する目標を達成す
るための措置 
（略） 
◇ 安全性と柔軟性を併せ持つ情報セ
キュリティ環境の実現に関する具体的
方策 
57 国内外を通じて情報セキュリティ
の高度化が求められることに対応し
て、国際的にも通用する筑波大学情報
セキュリティマネジメントシステムを
構築する。このため、以下のような方策
を講じる。 
(1) 大学構成員に対する情報セキ
ュリティ教育の義務化 
(2) 情報セキュリティ監査を通じ
たリスクマネジメント 
(3) キャンパス情報ネットワーク
システムのセキュリティ強化 
(4) 情報の機密性の格付けのキー
ワードによる情報の定義及び機密性に
応じた情報の取扱手順の明確化と徹底 
(5) 機密情報を格納する専用シス
テム及び利用端末の登録制や暗号化を
義務付けた運用ルールの整備 
 
（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オリンピック･パラリ
ンピック教育の推進等
を重点計画として掲げ
るため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
情報セキュリティ環境
の構築について、一層
の充実・強化を図るこ
とを重点計画として掲
げるため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

16 筑波大学 計画 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成する
ための措置 
（略） 
◇ 大学の多様な活動を支える基金の
整備･運用等に関する具体的方策 
（略） 
62 教育・研究活動等の充実・支援のた
め、大学の活動を支援する多様な人材
のネットワーク等を活用し、基金を着
実に拡充する。また、大学の資産等を活
用し、外部との連携によるものを含め
て、新たな附帯事業の創出に取組む。 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成する
ための措置 
（略） 
◇ 大学の多様な活動を支える基金の
整備･運用等に関する具体的方策 
（略） 
62 教育・研究活動等の充実・支援のた
め、大学の活動を支援する多様な人材
のネットワーク等を活用し、基金を着
実に拡充する。また、大学の資産等を活
用し、外部との連携によるものを含め
て、新たな附帯事業の創出に取組む。 
さらに、奨学寄附金の増額を図り、奨学
寄附金による教育研究以外の多様な継
続的活動を可能とするため、従来の寄
附講座制度及び寄附研究部門制度等を
一元化して特別活動部門制度を設け
る。 
特別活動部門においては、寄附者の意
向に沿った教育、研究、診療その他多様
な活動を行うこととする。 
また、これにより、従来、寄附講座制度
及び寄附研究部門制度、特別共同研究
事業制度等に分かれている相談窓口・
受入窓口を一元化する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
本学の活動に対する寄
附者の意向に沿った多
様な活動の展開を重点
計画として掲げるた
め。 

30 
お茶の水女
子大学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
（１）教育内容及び教育の成果等に関
する目標を達成するための措置 
○ 幅広い教養及びそれに裏打ちされ
た高度な専門的知識に基づく思考力を 
養成するため、現行の 21 世紀型文理
融合リベラルアーツ等、学生のアク 
ティブラーニングを促す教育を実施
し、複数プログラム選択履修制度を一 
層有効に機能させる。社会の要請に応
えることのできる教養、専門的知識 
に基づいた高度な思考力を養成するた
めに、学部･大学院を通して、継続し 
た学士・修士一貫の長期のカリキュラ
ムを組み立てる複数の学修トラック 
を導入する。【K5】 
 
 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
（１）教育内容及び教育の成果等に関
する目標を達成するための措置 
○ 幅広い教養と高度な専門的知識に
基づく思考力を養成するため、21 世紀
型文理融合リベラルアーツ等、学生の
アクティブラーニングを促す教育を実
施し、複数プログラム選択履修制度を
一層有効に機能させる。社会の要請に
応えることのできる教養、専門的知識
に基づいた高度な思考力を養成するた
めに、学部･大学院を通して、継続した
学士・修士一貫の長期のカリキュラム
を組み立てる複数の学修トラックを導
入する。平成 30 年度に生活科学部心理
学科を設置し、心理学の理論と実践を
系統的に学び、科学的探求力と実践的
応用力を身につけた人材を養成する。
【K5】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在の 21 世紀型文理
融合リベラルアーツ教
育のカリキュラム内容
等を見直し、将来に向
けて社会に必要とされ
る高度な教養教育に再
編するため、「現行の」
を削除したことに伴う
変更及び生活科学部心
理学科の設置に伴う変
更。 
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30 
 
 
 
 

お茶の水女
子大学 
 
 
 

計画 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
○ 第２期に実施した「乳幼児教育を
基軸とした生涯学習モデルの構築」事
業（ECCELL：エクセル）を拡充し、幼児
教育・保育分野の社会人講座を、現行の 
学部レベルの科目から、更に大学院レ
ベルの科目へと発展させ、自治体・地 
域と協働しながら、新しい子育て支援
パラダイムを発信する。【K26】 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
○ 第２期に実施した「乳幼児教育を
基軸とした生涯学習モデルの構築」事
業（ECCELL：エクセル）を拡充し、幼児
教育・保育分野の社会人講座を、現行の
学部レベルの科目から、更に大学院レ
ベルの科目へと発展させ、自治体・地域
と協働しながら、新しい子育て支援パ
ラダイムを発信する。日本の幼児教育、
教育現場における実践理論をリードし
てきた実績に基づき、社会のニーズに
応えるため、平成 30 年度に文教育学部
人間社会科学科に、新たに子ども学コ
ースを設置し、保育・幼児教育に関する
理論と、その背後にある社会や文化の
構造を学び、社会で活躍できる女性人
材を育成する。【K26】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
文教育学部人間社会科
学科子ども学コースの
設置に伴う変更。 
 
 

  計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
○ 年俸制教員の採用・切替えを促進
し、平成 33 年度までに 20 名以上とす
るとともに、教員人事会議の下で学長
主導の戦略的な教員配置を行う。【K40】 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
○ 年俸制教員の採用・切替えを促進
し、平成 33 年度までに 50 名以上とす
るとともに、教員人事会議の下で学長
主導の戦略的な教員配置を行う。【K40】 

平成 28 年度末で 24 名
と中期計画を達成した
ため、更に学長主導に
よる戦略的な教員配置
を進めることに伴う変
更。 
 

38 金沢大学 計画 

２研究に関する目標を達成するため
の措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 

（略） 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
〔6-1〕から〔6-4〕まで（略） 
 
（新規） 
 
 

 

２研究に関する目標を達成するため
の措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 

（略） 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
〔6-1〕から〔6-4〕まで（略） 
〔6-5〕ナノレベルでの様々な生命現
象の仕組みの根本的理解を目指し，世
界トップレベル研究拠点プログラム
（ＷＰＩ）に採択された「ナノ生命科
学研究所」を設置するとともに，同研
究所の主体的な運営が十分に発揮さ
れる制度を構築し運用する。 

世界トップレベル研究
拠点に採択されたこと
により，実施体制の整
備を行うため 

52 京都大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
【4】理工系分野において、理工系人材
育成戦略等を踏まえ、博士課程教育リ
ーディングプログラムや卓越大学院プ
ログラム（仮称）の活用等により、俯瞰
力・創造力等を育成する教育内容を充
実させ、社会に貢献する実践的能力を
身に付けた人材を育成する。人文社会
系分野においても同様に、高い適応能
力を身に付けた人材を育成する。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
【4】理工系分野において、理工系人材
育成戦略等を踏まえ、博士課程教育リ
ーディングプログラムや卓越大学院プ
ログラム（仮称）の活用等により、俯瞰
力・創造力等を育成する教育内容を充
実させ、社会に貢献する実践的能力を
身に付けた人材を育成する。また、国際
高等教育院附属データ科学イノベーシ
ョン教育研究センターにおいて、教養・
共通教育から学部・大学院の専門教育
までを通じた情報・統計・数理の全学的
教育基盤を構築し、我が国を支えるト
ップレベルの人材を育成する。人文社
会系分野においても同様に、高い適応
能力を身に付けた人材を育成する。 

○国際高等教育院附属
データ科学イノベーシ
ョン教育研究センター
に係る取組を加えるた
め 
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53 
京都教育大
学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
（３）学生への支援に関する目標を達
成するための措置 
【10】就職支援を強化するために、教育
支援センターの実地教育部門及び就
職・キャリア支援部門と関連する委員
会とが連携するとともに、入試区分ご
との履修状況、就職状況等のデータを
一元的に管理・活用する。 

（略） 
２ 研究に関する目標を達成するため
の措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置  
【24】組織的な共同研究や研究プロジ
ェクトの成果を附属教育実践センター
機構の各センターの事業等を通して社
会に還元する。 

（略） 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
【30】京阪奈三教育大学の連携により、
（略）、平成３０年度以降は、その成果
に基づき各連携拠点の機能を充実させ
て運営を継続しつつ、京阪奈地域にお
けるリージョナル・レベルでの教員養
成・研修高度化のための連携モデルを
構築する。また、教職キャリア高度化セ
ンターを核として、定期的に開かれる
「教職キャリア高度化センター運営会
議」等を通じた京都府・市教育委員会と
の連携・協働により、初任期の教員支援
や教員研修高度化のためのインターネ
ットを通じた Web ポートフォリオシス
テムや Web 講義等の事業を推進する。
平成２８年度には大阪教育大学と奈良
教育大学の教員も参加した Web 講義を
実施する。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
（３）学生への支援に関する目標を達
成するための措置 
【10】就職支援を強化するために、教職
キャリア高度化センターと関連する委
員会とが連携するとともに、入試区分
ごとの履修状況、就職状況等のデータ
を一元的に管理・活用する。 
 

（略） 
２ 研究に関する目標を達成するため
の措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置  
【24】組織的な共同研究や研究プロジ
ェクトの成果を教育創生リージョナル
センター機構の事業等を通して社会に
還元する。 

（略） 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
【30】京阪奈三教育大学の連携により、
（略）、平成３０年度以降は、その成果
に基づき各連携拠点の機能を充実させ
て運営を継続しつつ、地域の教育委員
会と連携・協働し、現職教員の教育・研
修機能を強化するとともに現職教員の
「働き方改革」に貢献するための先進
的な研修手法の開発と活用をめざし、
京阪奈地域におけるリージョナル・レ
ベルでの教員養成・研修高度化のため
の連携モデルを構築する。また、センタ
ー機構の組織整備により機能強化した
教職キャリア高度化センターを核とし
て、京都府・市教育委員会との連携・協
働により、初任期の教員支援や教員研
修高度化のための ICT を活用した初任
期支援システムや Web 講義等の事業を
推進する。平成２８年度には大阪教育
大学と奈良教育大学の教員も参加した
Web 講義を実施する。 

平成３０年４月１日付けで

附属教育実践センター機構

を教育創生リージョナルセ

ンターへと組織改正し、機能

の強化を図るため。併せて機

構の下に置く教育支援セン

ターと教職キャリア高度化

センターの機能を強化した

新たな教職キャリア高度化

センターとするため。 

 

平成３０年４月１日付けで

附属教育実践センター機構

を教育創生リージョナルセ

ンターへと組織改正し、機能

の強化を図るため。 

 

平成３０年４月１日付けで

附属教育実践センター機構

を教育創生リージョナルセ

ンターへの組織改正を実施

し、教員養成から現職教員支

援を行うリージョナルセン

ターへと抜本的機能強化を

図ることに伴い、従来の教職

キャリア高度化センター運

営会議を改組するとともに、

地域の教育委員会からの委

員が参加した「連携事業運営

会議」を新たに発足させ、こ

れまでより一層連携・協働し

た教員養成と現職教員支援

の機能強化を進めることと

したことから変更を行うも

のである。 

初任期支援システムについ

ては、インターネットを通じ

た Web ポートフォリオシス

テムから、より初任期教員を

支援する包括的なものに広

げることとしたため変更案

の表記に改める。（なお、本

取組は、機能強化経費による

予算措置を財源として実施

する。） 

60 
奈良女子大
学 

計画 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成する
ための措置 
  ①－１ 外部研究資金の獲得を促進
するために、科学研究費助成事業の採
択に向けた科学研究費助成事業の審査
結果「Ａ」の不採択者を対象にした学内
助成等を引き続き行う。また共生科学
研究センター・古代学学術研究センタ
ー・アジア･ジェンダー文化学研究セン
ターは、その先端的研究を通じて外部
資金を最低年間１件獲得する。【6-1-
11】〈５７〉 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成する
ための措置 
  ①－１ 外部研究資金の獲得を促進
するために、科学研究費助成事業の採
択に向けた科学研究費助成事業の審査
結果「Ａ」の不採択者を対象にした学内
助成等を引き続き行う。また、先端的研
究を通じて、大和・紀伊半島学研究所は
最低年間２件、アジア･ジェンダー文化
学研究センターは最低年間１件の外部
資金を獲得する。【6-1-11】〈５７〉 

中期計画〈２３〉及び
平成 29 年度計画〈23-
1〉に基づき、共生科学
研究センター、古代学
学術研究センター及び
文学部なら学プロジェ
クトを基盤に、国際的
な日本文化研究交流拠
点として、大和・紀伊
半島学研究所を新設す
るため。 
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69 香川大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するための措置 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
 
 
 
 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置  
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置  
 
１－１(51) 学長による機動的な大学
運営を確保するため、執行管理機能と
戦略立案機能を明確化する。学長戦略
室を設置し、週１回程度の会議を開催
して大学運営の改善、全学のガバナン
ス体制の強化等に関する検討を行う。
また、教育研究等の実績について分析
を行い、その結果を大学運営に反映さ
せるため、IR（インスティトゥーショナ
ル・リサーチ）を行う体制を整備する。
IR 等の活用・分析を進め、教育研究・
大学運営等における実績や、定量的・客
観的なデータ等を基に、学長戦略室で
策定する経営戦略に基づき、学内資源
の再配分を行う。 
 
 
 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するための措置 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
２－６（38）地域連携及び産学官連携体
制の強化に向けて、学外に対する窓口
の一元化を行い、地域からの相談やニ
ーズに関する情報を集約して効率的な
対応を行う。地域連携及び産学官連携
のマネジメントを行う組織を設置し
て、学内に分野横断的研究者チームを
構築するとともに、関係機関とのマッ
チング等、学外との円滑な連携のため
の取組を行う。更に、分野横断型のコン
ソーシアムを設置し、産学官が連携し
て地域等の課題に取り組む。 
 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置  
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置  
 
１－１(52) 学長による機動的な大学
運営を確保するため、執行管理機能と
戦略立案機能を明確化する。学長戦略
室を設置するとともに、各戦略室間の
情報共有及び調整を行う合同会議を開
催して、大学運営の改善、全学のガバナ
ンス体制の強化等に関する検討を行
う。また、教育研究等の実績について分
析を行い、その結果を大学運営に反映
させるため、IR（インスティトゥーショ
ナル・リサーチ）を行う体制を整備す
る。IR 等の活用・分析を進め、教育研
究・大学運営等における実績や、定量
的・客観的なデータ等を基に、学長戦略
室で策定する経営戦略に基づき、学内
資源の再配分を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
地域活性化の中核的拠
点としての機能強化に
向けた体制整備を行
い、地域連携・地域貢
献を更に促進するた
め。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各戦略室の連携・調整
機能を強化し、より効
果的に大学運営の改善
につなげるため。 
 
 

70 愛媛大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
（２）地域志向型人材育成に向けた教
育組織の新設とカリキュラム等の展開
に関する目標を達成するための措置 
３）地域及び地域産業に関する専門的
知識・技術を有し，地域活性化のリーダ
ーになれる人材である「地域専門人材」
を育成するため，第２期中期目標期間
に引き続いてリカレント教育プログラ
ムを開講し，第３期中期目標期間中に
1,200 人以上の受講生を輩出する。【26】 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
３ 社会との連携や社会貢献及び地域
を志向した教育・研究に関する目標を
達成するための措置 
（２）地域志向型人材育成に向けた教
育組織の新設とカリキュラム等の展開
に関する目標を達成するための措置 
３）地域及び地域産業に関する専門的
知識・技術を有し，地域活性化のリーダ
ーになれる人材である「地域専門人材」
を育成するため，第２期中期目標期間
に引き続いてリカレント教育プログラ
ムを開講し，第３期中期目標期間中に
1,500 人以上の受講生を輩出する。【26】 

中期計画の進展によ
り，目標値を上方修正
する。 
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84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総合研究大
学院大学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 

（２）教育の実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
○「学融合推進センター」において、全
学教育事業、分野横断教育事業の企画・
運営に関する機能を強化するため、平
成29年度までにその組織体制を整備
し、全専攻が参画する仕組みを構築す
るとともに、大型共同研究の遂行のた
めに必要な研究マネジメントの教育プ
ログラム等を充実させるため、機構等
法人との連係を協議する。【12】 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 

（２）教育の実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
○全学的な教育事業の企画・運営に関
する機能を強化するため、「教育開発セ
ンター」(平成29年度に設置)を全学教
育の実施・支援組織として位置づける
とともに、全ての専攻が教育事業の企
画、検討及び実施に参画する体制を構
築するため、全学の教育関連委員会組
織を再編・整備する。【12】 

本学では、平成29年度までに

全学の教育研究の実施体制

に関する検討を重ねてきた

が、今後、教育・研究事業の

さらなる拡充・強化を図るた

めに、これまで「学融合推進

センター」(平成22年度設置)

が担ってきた教育推進事業

及び研究推進事業の実施体

制を抜本的に見直し、教育・

研究に係る企画・立案及び実

施の機能に特化し、かつ本学

の特異な組織構成に適した

体制を新たに構築すべきと

の結論に至った。そのため、

平成29年度に学融合推進セ

ンターを廃止し、教育事業、

研究事業それぞれの企画・立

案及び実施を担う組織体制

を整備することとした。 

この方針に沿って、中期目標

「全学横断的な教育研究活動

を行うための体制を整備す

る」に係る措置として、全学

教育の実施及び支援組織と

しての位置づけをより明確

にした「教育開発センター」

を平成29年度に設置すると

ともに、機構等法人に属する

大学共同利用機関等を基盤

とする全ての専攻が全学教

育事業に参画・運営する仕組

みを構築するため、平成30年

度には全学の教育関連委員

会組織を刷新する。これに伴

って、計画【12】をより具体

的な措置を含む内容に変更

する。 

  

計画 

（新規） ○本学と連係する機構等法人及び基盤
機関における組織整備やセンター設置
等と連動して、将来必要とされる研究
者人材の育成や学術の動向に即した教
育体制を整備し、適切に担当教員を配
置する。【83】 

中期目標「多様性や流動性に

配慮した教員の配置を行う」

に係る措置として、大学共同

利用機関法人におけるセン

ター設置等の改組に連動し

て、本学の教育実施体制に関

して新たな教員配置の方策

を採るなど、本中期目標期間

の開始時には想定できなか

った取組を実施することか

ら、計画【83】を追加する。 

  

計画 

（新規） ○教育開発センター(平成29年度に設
置)を中心として、全学の教育の実態や
学修成果を把握する教学IRの機能を強
化し、教育活動を点検・改善する体制を
整備する。【84】 
 

中期目標「外部評価及び学生

からの評価を活用し、教育研

究の質の改善を行う体制を

整備する」に係る措置とし

て、本中期目標期間の開始時

には具体化されていなかっ

た取組として、教学IRを教育

開発センター(平成29年度に

設置)の業務として実施する

ことから、計画【84】を追加

する。 

計画 

２ 研究に関する目標を達成するため
の措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
○大学共同利用機関等を基盤とする研
究科・専攻においては、基盤機関での各

２ 研究に関する目標を達成するため
の措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
○大学共同利用機関等を基盤とする研
究科・専攻においては、基盤機関での各

中期目標「質の高い研究を展

開し、国際共同研究を強化・

推進するとともに…(中略)

…、学融合による学際的で先

導的な学問分野の開拓を進

める」に係る措置をより実効
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

研究分野をリードする先端的研究及び
国際共同研究の積極的な展開を通し
て、また、先導科学研究科においては、

「学融合推進センター」との緊密な連携
の下、「生物進化学」と「科学と社会」
の先端的研究及び国際共同研究の積極
的な展開を通して、期初に比べ期末に
おいて国際共編著率・相対被引用イン
パクトを高める。【25】 

研究分野をリードする先端的研究及び
国際共同研究の積極的な展開を通し
て、また、先導科学研究科においては、

「生命共生体進化学」と「科学と社会」
の先端的研究及び国際共同研究の積極
的な展開を通して、期初に比べ期末に
おいて国際共編著率・相対被引用イン
パクトを高める。【25】 

的に推進するため、葉山キャ

ンパスにおける研究推進事

業を一元化し、本学で唯一、

基盤機関を持たない研究科

として設置された先導科学

研究科に、先端的研究及び国

際共同研究事業の実施体制

を整備する。それに伴って、

平成29年度末に学融合推進

センターを廃止することか

ら、本計画の該当箇所を変更

する。また、分野名「生物進

化学」を、先導科学研究科が

推進している「生命共生体進

化学」と具体的に記載する。 

84 
総合研究大
学院大学 

計画 

○異分野連繋的な共同研究プロジェク
トを、機構等法人と連係しつつ、専攻、
研究科、機構を跨いで推進することに
より新しい学問領域を創出する制度的
枠組みを平成28年度に検討・準備、平成
31年度までに「学融合推進センター」に
構築する。学長イニシアティブによる
新分野開拓共同研究についても、機構
等法人と連係しつつ、平成28年度に検
討・準備、平成30年度に試行実施の上、
立ち上げる。【26】 
○異分野連繋的研究は、機構等法人と
連係しつつ、「学融合推進センター」に
おいて、先導科学研究科教員がコーデ
ィネーターとなって、専攻の教員とと
もに、専攻の分野を超えた新しい共同
研究を企画・実施する。本研究において
は、新しい教育プログラムの構築を目
指すため、学生の参画の制度化を実施
する。【27】 

○機構等法人による異分野融合・新分
野創成に向けた取組と相補的かつ総研
大独自の新分野開拓の取組として、先
導科学研究科を基軸とした「先導科学
共働プログラム」を実施する。同プログ
ラムでは、国際シンポジウムの開催、国
内外の共同研究・共同利用の実施と促
進、研究者・学生の海外派遣・招聘など、
異分野連繋及び新分野開拓に係る各種
事業を平成30年度から開始する。【26】 
 

（削除） 

平成28～29年度の検討・準備

を経て、計画【25】と連動し

て、異分野連繋的な共同研究

プロジェクトの実施及び新

分野開拓共同研究の推進を

先導科学研究科のミッショ

ンとして位置づけ、学長のリ

ーダーシップによる研究推

進事業として実施すること

とした。そのため、より具体

的な実施内容・時期の記載を

含め、計画【26】を変更する。 

計画【27】に掲げた実施内容

及び実施体制に係る具体的

な措置は、今回変更する計画

【26】及び【29】に組み込ん

だため、本中期計画を削除す

る。 

  計画 

○大学共同利用機関等における学生の
日常的な研究の参画に加え、大学共同
利用機関等が国内外の他機関で実施す
る共同研究及び全学的に実施する共同
研究に教員及び学生を参加させる。

【28】 

○大学共同利用機関等における学生の
日常的な研究の参画に加え、大学共同
利用機関等が国内外の他機関で実施す
る共同研究及び全学的に実施する共同
研究に教員及び学生を参加させる。ま
た、学生の研究活動や共同研究参加等
の実態を把握し、研究水準の維持・向上
に資する全学施策に反映させるため
に、機構等法人と連係し、研究IR機能を
強化する。【28】 

中期目標「(前略)…、大学院

生の研究水準の維持・向上と

新たな展開を図る」に係る措

置として、現行の取組に加え

て、その成果を評価・分析し

取組を改善する観点から、大

学院生の研究水準の維持・向

上に資するIR活動に関する

記述を追加する。なお、この

IR活動は、国立大学法人運営

費交付金の重点支援による

機能強化の取組と対応して

いる。 

 
  

計画 

（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
○「学融合推進センター」及び先導科学
研究科について、研究機能の学内外共
同利用化のため、共同研究プロジェク
トの戦略的実施及び支援などのコーデ
ィネーション機能強化に必要な組織再
編の準備を平成28年度に行い、平成29
年度に再編する。【29】 
 
 
 
 
 
 

（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
○先導科学研究科において、研究機能
の学内外共同利用化のため、共同研究
プロジェクトの戦略的実施及び支援な
どのコーディネーション機能強化に必
要な組織体制を構築する。具体的には、
平成30年度から開始する「先導科学共
働プログラム」の実施体制として、新分
野を志向した共同研究をコーディネー
トする運営組織を設置し、共同研究を
促進するための先導科学研究科共同利
用の体制を整備する。【29】 
 
 

中期目標「全学的な共同研究

の戦略的・効率的実施を推進

する体制を構築する」に係る

措置について、計画【25】及

び【26】と連動した組織再編

として、学融合推進センター

の廃止及び先導科学研究科

の機能強化を実施すること

から、計画【29】をより具体

的な措置を含む内容に変更

する。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

○学術情報の効率的蓄積・利用ならび
に発信を行うため、附属図書館機能の
電子化をICT基盤の整備及び利用の改
善により行う。【30】 

○学術情報の効率的蓄積・利用ならび
に発信を行うため、学術情報基盤セン
ター・本部図書館等の機能と組織を整
理・見直すとともに、平成30年度から
ICT基盤の整備・強化を開始することに
よって、機能の向上と効率化を図る。

【30】 

平成29年度に学術情報基盤

センター及び本部図書館を

含めて全学の学術情報に係

る体制を見直したことから、

それらの措置を本計画に反

映させるとともに、ICT基盤

の整備・強化の実施時期を明

記する。 

84 
総合研究大
学院大学 

計画 

４ その他の目標を達成するための措
置 

（１）グローバル化に関する目標を達
成するための措置 
○国際連携事業を強化し、教育研究の
国際化を進めるため、外国人教員や研
究者を含む国際アドバイザリーコミッ
ティを平成30年度に設置する。【40】 

４ その他の目標を達成するための措
置 

（１）グローバル化に関する目標を達
成するための措置 
○国際連携事業を強化し、教育研究の
国際化を進めるため、大学の国際連携
に精通した外国人有識者を経営協議会
委員に登用する、海外研究協力拠点の
人材を学長アドバイザーに置く等の措
置を平成30年度に講じる。【40】 

中期目標「国際的に通用する

研究者人材の育成を図り、修

了生を核とした国際的研究

者コミュニティの形成を目

指す」に係る措置について、

学長のリーダーシップによ

る国際連携及び教育研究の

国際化を推進するための国

際アドバイザリーコミッテ

ィ設置の具体策として、コミ

ッティメンバーに予定した

外国人有識者らを経営協議

会メンバーに登用する等で、

国際化事業に係る企画・検討

や意思決定の複線化を避け、

外国人有識者らがより直接

的かつ実効的に本学の事業

運営に関わることのできる

体制を構築することとした。

それに伴って、計画【40】を

変更する。 

  計画 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
○学長イニシアティブによる異分野連
繋共同研究、全学教育事業・分野横断教
育事業の支援を促進するための組織改
革を「学融合推進センター」と国際連
携、社会連携等の本部機能を発展的統
合することにより行う。このため、平成
28年度に準備を行い、平成29年度に実
施する。【54】 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関す
る目標を達成するためにとるべき措置 
１ 組織運営の改善に関する目標を達
成するための措置 
○学長のリーダーシップによる大学運
営を支援するため、本部の統括的機能
の中枢として、役員会直轄の「企画室」
(平成29年度に設置)が全学の教育研究
活動、国際連携・社会連携活動及び組織
運営に関する企画・立案を行う。また、
教育活動を促進する機能として、「教育
開発センター」(平成29年度に設置)が
全学教育事業の実施・支援を行う。【54】 

中期目標「大学本部の機能強

化を図る」に係る措置とし

て、全学の教育・研究・運営

に関する企画・立案の機能、

全学事業の実施・支援の機能

を整理、分化し、それぞれを

担う組織を大学本部に設置

することとした。その方針に

基づく「本部機能の発展的統

合」の具体策として、平成29

年度に「学融合推進センタ

ー」を廃止して「企画室」及

び「教育開発センター」を設

置し、本部機能の強化を推進

することから、計画【54】を

より具体的な措置を含む内

容に変更する。 

  

計画 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成する
ための措置 
○外部教育研究資金獲得に向け、専攻
の教育研究や「学融合推進センター」共
同研究プロジェクトの成果に基づく取
組みを行う。【58】 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
１ 外部研究資金、寄附金その他の自
己収入の増加に関する目標を達成する
ための措置 
○外部教育研究資金獲得に向け、専攻
の教育研究や先導科学研究科における

「先導科学共働プログラム」による共同
研究プロジェクトの成果に基づく取組
を行う。【58】 

計画【25】【26】の変更及び

学融合推進センターの廃止

に連動して、計画【58】の該

当箇所を変更する。 
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○重要な財産を譲渡し、又は担保に供するための変更１７法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

04 
小樽商科大
学 

計画 

Ⅷ重要な財産を譲渡し，又は担保に供
する計画 
１．外国人教師宿舎の土地及び建物の
全部（北海道小樽市入船 5 丁目 12 番 1
土地 343.91 ㎡建物 99.89 ㎡）を譲渡す
る。 

Ⅷ重要な財産を譲渡し，又は担保に供
する計画 
１．外国人教師宿舎の土地及び建物の
全部（北海道小樽市入船 5 丁目 12 番 1
土地 343.91 ㎡建物 99.89 ㎡）を譲渡す
る。 
２．新光町宿舎の土地及び建物の全部
（北海道小樽市新光 2丁目 22 番 6号土
地 801.28 ㎡建物 949.49 ㎡）を譲渡す
る。 

保有資産の見直しによ
り，不要となる宿舎を
廃止し，土地及び建物
を譲渡することを決定
したため。 

21 千葉大学 計画 

Ⅷ重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
1 重要な財産を譲渡する計画 
該当なし 
 
2 重要な財産を担保に供する計画 
医学部附属病院の施設・設備の整備に
必要となる経費の長期借り入れに伴
い、本学の敷地及び建物について担保
に供する。 

Ⅷ重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
1 重要な財産を譲渡する計画 
亥鼻地区（医学部）の土地の一部（千葉
県千葉市中央区亥鼻１丁目 54-2 他 9筆
3,800 ㎡）を譲渡する。 
 
2 重要な財産を担保に供する計画 
（同左） 

市道中央星久喜町線整
備に伴う用地の提供に
ついて、千葉市からの
譲渡要請に応じるため 

22 東京大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１.重要な財産を譲渡する計画 
（略） 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１.重要な財産を譲渡する計画 
（略） 
・大学院農学生命科学研究科附属演習
林北海道演習林の土地の一部（北海道
富良野市 11663 地先 外 74.62 ㎡）を譲
渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属生態
調和農学機構の土地の一部（東京都西
東 京 市 北 原 町 三 丁 目 2667 番  外 
3,475.60 ㎡）を譲渡する。 
・ 大学院農学生命科学研究科附属演習
林田無演習林の土地の一部（東京都西
東 京 市 緑 町 一 丁 目 2558 番 2 外 
1,919.40 ㎡）を譲渡する。 

 
 
 
 
北海道からの河川の護
岸用地としての譲渡要
望に応じるため。 
 
キャンパス整備計画の
一環として譲渡するた
め。 
 
キャンパス整備計画の
一環として譲渡するた
め。 
 

24 
東京外国語
大学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 １．重要な財産を譲渡する計画 
  なし 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
 １．重要な財産を譲渡する計画 
  ・田沢湖高原研修施設の土地及び
建物（秋田県仙北市田沢湖生保内字駒
ヶ岳 2番 146）を譲渡する。 

重要な財産を譲渡する
ことを決定したため。 

26 
東京農工大
学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・重要な財産を譲渡する計画はなし。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・栄町圃場の土地（東京都府中市栄町
2-13）を譲渡する。 
・旧府中寮の土地（東京都府中市幸町2-
41-8）を譲渡する。 

当該土地は、キャンパス
から少々離れており、接
道が弱く、利便性が悪い。 
栄町圃場は、宿舎跡地を
研究用として活用してい
たが、大型の重機が入れ
ず、研究効率が悪いこと
に加え、周りを住宅に囲
まれており、近隣住民か
らの苦情も多い。 
旧府中寮は、車での通り
抜けが出来なく、新たな
国際交流宿舎の建設も検
討していたが、近隣住民
からの反対が根強く断念
した。 
以上の事情を鑑み、売却
処分することとしたた
め。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

30 
お茶の水女
子大学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し又は担保に供
する計画 
○ なし 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し又は担保に供
する計画 
○ 旗の台地区の土地（東京都品川区
旗の台六丁目５０７番９ 739.93 ㎡）及
び建物（120.91 ㎡）を譲渡する。 

本学へ遺贈された土地
及び建物を譲渡するこ
とに伴う変更 

32 一橋大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
  １ 重要な財産を譲渡する計画 
・富浦臨海寮の土地及び建物（千葉県南
房総市富浦町南無谷 45番）を譲渡する。 
・妙高町田山寮の土地及び建物（新潟県
妙高市関川 2251-９）を譲渡する。 
（新規） 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
  １ 重要な財産を譲渡する計画 
・富浦臨海寮の土地及び建物（千葉県南
房総市富浦町南無谷 45番）を譲渡する。 
・妙高町田山寮の土地及び建物（新潟県
妙高市関川 2251-９）を譲渡する。 
・箱根仙石寮の土地及び建物（神奈川県
足柄下郡箱根町仙石原字六郎兵衛
1246—565）を譲渡する。 

老朽化に伴う利用率の
低下及び維持管理に多
額の経費を要するため
当該施設を廃止し，譲
渡することとしたため 

33 
横浜国立大
学 

計画 

Ⅷ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・（略） 
（新規） 

Ⅷ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・（略） 
・附属横浜小学校器具庫の土地の全部
（横浜市中区立野３８、365.61 ㎡）及
び建物（コンクリートブロック造亜鉛
メッキ鋼板葺 2 階建延床面積 163.63
㎡）を譲渡する。 

当該建物の老朽化が著
しく維持するには多額
の改修費用が必要にな
ること及び当該土地は
今後有効活用の見込み
がないことから、これ
らの財産譲渡を行うも
の 

40 山梨大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
 該当なし 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
 成島宿舎の一部(山梨県中央市成島
字西 2071 番 3  1,220 ㎡)を譲渡する。 

職員宿舎の一部がリニ
ア中央新幹線の建設用
地となったため、該当
部分の譲渡を決定した 

42 岐阜大学 計画 

Ⅷ重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１重要な財産を譲渡する計画 
該当無し 
（新設） 

Ⅷ重要な財産を譲渡し、又は担保に供
する計画 
１重要な財産を譲渡する計画 
（削除） 
・応用生物科学部附属岐阜フィールド
科学教育研究センター位山演習林の土
地の一部（岐阜県下呂市萩原町山之口
字曲り木１７９７番１（２，９９８．４
３㎡））を譲渡する。 

岐阜県からの道路整備
に伴う土地譲渡の要請
に応じるため 
 

45 名古屋大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・（略） 
・（略） 
・（略） 
（新規） 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・（略） 
・（略） 
・（略） 
・ 豊川団地（宇宙地球環境研究所・豊
川分室）の土地の一部（愛知県豊川市穂
ノ原 3 丁目 13 番地 約 2,200.00 ㎡）
を譲渡する。 

豊川市が実施する歩道
整備事業に必要となる
本学の土地の一部につ
いて、同市からの譲渡
申し入れに応じるため 

56 
大阪教育大
学 

計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
重要な財産を譲渡し，又は担保に供す
る計画はないものとする。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
柏原キャンパスの土地の一部（大阪府
柏原市旭ヶ丘四丁目 698 番１，大阪府
柏原市旭ヶ丘四丁目 1085 番１ 
968.42 ㎡）を譲渡する。 

国土交通省近畿地方整
備局が実施する国道
165 号線香芝柏原改良
事業に必要となる本学
の土地の一部につい
て，当該整備局からの
譲渡要望に応じるた
め。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

58 神戸大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・淀川団地の土地の一部（大阪府大阪市
東淀川区菅原 1 丁目 759 番、312.08 ㎡）
を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・淀川団地の土地の一部（大阪府大阪市
東淀川区菅原 1 丁目 759 番、312.08 ㎡）
を譲渡する。 
・明石団地の土地の一部及び附属明石
中学校の建物の一部（兵庫県明石市山
下町 358 番 16 号、土地 6,118.95 ㎡及
び建物 3,245.83 ㎡）を譲渡する。 
・山の街団地の土地及び建物（兵庫県神
戸市北区緑町 1 丁目 2 番 3 号、土地
243.84 ㎡及び建物 260.76 ㎡）を譲渡す
る。 

学生宿舎、職員宿舎及
び附属学校の機能移転
及び集約化に向けた基
本方針及び整備計画に
基づく附属学校、職員
宿舎及び学生宿舎の機
能移転及び集約化に伴
い、明石団地の土地の
一部及び建物の一部、
山の街団地の土地及び
建物を譲渡するため。 

64 岡山大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・三朝地区（一）の土地の一部（鳥取県
東伯郡三朝町大字山田字福呂７９３番
１ １６．５１㎡）を譲渡する。 
・三朝医療センター（旧三朝地区（二））
の土地（鳥取県東伯郡三朝町大字三朝
字半畑９３９番１～３，９４０番 ２
２７．８７㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
・三朝地区（一）の土地の一部（鳥取県
東伯郡三朝町大字山田字福呂７９３番
１ １６．５１㎡）を譲渡する。 
・三朝医療センター（旧三朝地区（二））
の土地（鳥取県東伯郡三朝町大字三朝
字半畑９３９番１～３，９４０番 ２
２７．８７㎡）を譲渡する。 
・教育学部東山校舎土地の一部（岡山県
岡山市中区門田文化町２丁目７９８番 
２０６㎡）を譲渡する。 

隣接地の接道に必要な
用地について、隣接地
所有者からの譲渡要望
に応じるため 
 

70 愛媛大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・（略） 
・（略） 
・（略） 
（新規） 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
○重要な財産を譲渡し，又は担保に供
する計画 
１．重要な財産を譲渡する計画 
・（略） 
・（略） 
・（略） 
・ 東温市の土地（愛媛県東温市志津川
字中道甲 1303 番 12 190.75 ㎡）及び
建物（軽量鉄骨造スレート葺２階建，延
床面積 101.68 ㎡）を譲渡する。 

平成 29 年 4 月 26 日付
けで寄附受けした土地
を、寄附者の意向（当
該土地・建物を売却し、
その売却収入を本学の
奨学寄付金に充当す
る）に沿って譲渡する
ため 

73 九州大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
 1 重要な財産を譲渡する計画 
①～⑮ （省略） 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に
供する計画 
 1 重要な財産を譲渡する計画 
①～⑮ （省略） 
⑯留学生会館の土地及び建物（福岡県
福岡市東区香椎浜四丁目 11 番 4 ほか 
面積（土地）19,895.01 ㎡（建物）
6,566.29 ㎡）を譲渡する。 

⑯本学の統合移転整備
事業の一環として、整
備により不用となる用
地を譲渡するため 

80 鹿児島大学 計画 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
(1) 農学部附属高隈演習林の土地の
一部（鹿児島県垂水市海潟 3237、10,163
㎡）を譲渡する。 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に
供する計画 
１ 重要な財産を譲渡する計画 
(1) 農学部附属高隈演習林の土地の
一部（鹿児島県垂水市海潟 3237、10,163
㎡）を譲渡する。 
（2） 農学部附属高隈演習林の土地の
一部（鹿児島県垂水市海潟 3237、9,078
㎡）を譲渡する。 
（3） 農学部附属佐多演習林の土地の
一部（鹿児島県肝属郡南大隅町佐多大
字馬籠 349、1,221 ㎡）を譲渡する。 
（4） 霧島リハビリテーションセンタ
ーの土地及び建物（鹿児島県霧島市牧
園町高千穂 3930 の 7、土地：18,140.28
㎡、建物：5,147 ㎡）を譲渡する。 

（2）高隈演習林に隣接
する県道 71 号及び 72
号の災害復旧工事に伴
う、県からの譲渡要望
に応じ譲渡するもの。 
（3）佐多演習林に隣接
する県道 566 号の道路
災害防除(交付金)事業
に伴う、県からの譲渡
要望に応じ譲渡するも
の。 
（4）平成 30 年 3 月の
廃院が決定し、それに
伴い譲渡するもの。 
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○その他の変更 １５法人 

・学内組織・制度等の名称変更等に伴う変更 １１法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

05 
帯広畜産大
学 

計画 

２研究に関する目標を達成するための
措置 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
（研究環境の整備） 
⑫-1 先端的な研究環境を構築するた
め、研究設備及び学術情報基盤の新規
導入・更新を行うとともに、共通機器サ
ポート推進室において研究設備の共同
利用を一括管理し、当該設備の利用頻
度を増加させる。 

２研究に関する目標を達成するための
措置 
（２）研究実施体制等に関する目標を
達成するための措置 
（研究環境の整備） 
⑫-1 先端的な研究環境を構築するた
め、研究設備及び学術情報基盤の新規
導入・更新を行うとともに、共用機器基
盤センターにおいて研究設備の共同利
用を一括管理し、当該設備の利用頻度
を増加させる。 

学内組織名称の変更の
ため。 
 

08 弘前大学 計画 

【29】短命県青森の健康対策から健康
長寿社会の実現に向けた総合的・学際
的な課題解決を図るため，COI 研究推進
機構，子どものこころの発達研学系組
織を発展的に統合し，社会変革に必要
な総合的研究・対策を可能とする革新
的な教育研究拠点「社会医学総合研究
センター」（仮称）を創設する。本セン
ターでは，産学官民連携の下，高齢者か
ら子供までの幅広い世代における社会
医学的・スポーツ医科学的研究を行い，
国民の健康増進に関する提言，各種講
演会・研究会等の開催，共同研究や国際
交流等による指導的人材の育成を通
じ，地域の活性化とともに我が国にお
ける医学的観点からの健康・支援対策
の社会実装モデルを提案する。 

【29】短命県青森の健康対策から健康
長寿社会の実現に向けた総合的・学際
的な課題解決を図るため，COI 研究推進
機構，子どものこころの発達研学系組
織を発展的に統合し，社会変革に必要
な総合的研究・対策を可能とする革新
的な教育研究拠点「健康未来イノベー
ションセンター」を創設する。本センタ
ーでは，産学官民連携の下，高齢者から
子供までの幅広い世代における社会医
学的・スポーツ医科学的研究を行い，国
民の健康増進に関する提言，各種講演
会・研究会等の開催，共同研究や国際交
流等による指導的人材の育成を通じ，
地域の活性化とともに我が国における
医学的観点からの健康・支援対策の社
会実装モデルを提案する。 

構想中であったセンタ
ーの名称が決定したこ
とに伴う変更。 

13 山形大学 計画 

2. 学士課程教育における基盤教育の
成果を把握・測定するため、平成 28
年度までに３年一貫の学士課程基盤教
育プログラムにおける学生の習熟度を
評価する「基盤力テスト（仮称）」を
開発し、平成 29 年度以降の本格実施
に向けた仕組みを整備するとともに、
第２期中期目標・中期計画期間に IR
（Institutional Research の略。教
育、研究、財務等に関する大学の活動
についてのデータを収集・分析し、大
学の意思決定を支援するための調査研
究）機能の強化に向けて整備した「総
合的学生情報データ分析システム」を
活用するなどして、テストの実施結果
を毎年度継続して検証・評価する。 
 
8. 授業内容や教育方法の質の改善の
ため、本学が主体的な役割を担う東日
本地域の大学・短大・高専の教育改善
を支援する「FD ネットワークつばさ」
等を通じて引き続き効果的な FD 手法
の開発と継続的な研修活動に取り組
む。また、教育の質を保証する体制を
強化するため、平成 28 年度までに
「次世代形成・評価開発機構（仮
称）」を設置し、学長主導の教学マネ
ジメント体制を整備するとともに、学
修成果の把握に係る取組みを推進し、
入学者受入れ方針（アドミッション・
ポリシー）、教育課程編成・実施の方 

2. 学士課程教育における基盤教育の
成果を把握・測定するため、平成 28 年
度までに３年一貫の学士課程基盤教育
プログラムにおける学生の習熟度を評
価する「基盤力テスト」を開発し、平成
29 年度以降の本格実施に向けた仕組み
を整備するとともに、第２期中期目標・
中期計画期間に IR（Institutional 
Research の略。教育、研究、財務等に
関する大学の活動についてのデータを
収集・分析し、大学の意思決定を支援す
るための調査研究）機能の強化に向け
て整備した「総合的学生情報データ分
析システム」を活用するなどして、テス
トの実施結果を毎年度継続して検証・
評価する。  
 
8. 授業内容や教育方法の質の改善の
ため、本学が主体的な役割を担う東日
本地域の大学・短大・高専の教育改善を
支援する「FD ネットワークつばさ」等
を通じて引き続き効果的なFD手法の開
発と継続的な研修活動に取り組む。ま
た、教育の質を保証する体制を強化す
るため、平成 28 年度までに「次世代形
成・評価開発機構」を設置し、学長主導
の教学マネジメント体制を整備すると
ともに、学修成果の把握に係る取組み
を推進し、入学者受入れ方針（アドミッ
ション・ポリシー）、教育課程編成・実
施の方針（カリキュラム・ポリシー）、 

 
 
 
 
名称が確定したため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名称が確定したため。 
 
 
 
 
 
 



47 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

13 山形大学 計画 

針（カリキュラム・ポリシー）、学位
授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
の整合性を継続的に点検・評価する。 
 
54. 基盤教育と専門教育を連動させた
３年一貫の学士課程基盤教育プログラ
ムを実施するため、平成 28 年度まで
に基盤教育院を「学士課程基盤教育機
構（仮称）」に改組・再編し、新たに
専門教育実施部（仮称）、地域創生研
究センター（仮称）、多文化共生教育
センター（仮称）を設置するなどして
基盤教育の実施体制を強化する。
（略） 
 
57. 外部研究資金及び寄附金を獲得す
るため、第２期中期目標・中期計画期
間に設置した国際事業化研究センター
及び平成 29 年度までに新たに設置す
る「URA（リサーチ・アドミニストレ
ーター）活用推進本部（仮称）」との
連携による外部資金等の申請に係る各
種支援、申請促進のためのインセンテ
ィブ制度、科研費アドバイザー制度の
拡充等に加え、基金の広報や募金活動
等を全学的に強化し、平成 33 年度ま
でに外部研究資金及び寄附金の獲得額
を第２期中期目標・中期計画期間にお
ける平均値に比して 10％程度増加させ
る。 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ
ー）の整合性を継続的に点検・評価す
る。 
 
54. 基盤教育と専門教育を連動させた
３年一貫の学士課程基盤教育プログラ
ムを実施するため、平成 28 年度までに
基盤教育院を「学士課程基盤教育機構」
に改組・再編し、新たに専門教育実施
部、地域創生研究センター、多文化共生
教育センターを設置するなどして基盤
教育の実施体制を強化する。 
（略） 
 
 
57. 外部研究資金及び寄附金を獲得す
るため、第２期中期目標・中期計画期間
に設置した国際事業化研究センター及
び平成 29 年度までに新たに設置する
「産学官連携推進本部」との連携によ
る外部資金等の申請に係る各種支援、
申請促進のためのインセンティブ制
度、科研費アドバイザー制度の拡充等
に加え、基金の広報や募金活動等を全
学的に強化し、平成 33 年度までに外部
研究資金及び寄附金の獲得額を第２期
中期目標・中期計画期間における平均
値に比して 10％程度増加させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
名称が確定したため。 
 
 
 
 
 
 
国が策定した「産学官
連携による共同研究強
化のためのガイドライ
ン」に対応するため、
「URA活用推進本部」
を発展的に吸収し「産
学官連携推進本部」を
設置したため。 
 
 

15 茨城大学 計画 

３【学士課程における専門教育】 
農学分野：茨城県をはじめとする地域
農業と関連産業の発展に資する人材と
して、以下のような知識・能力を有す
る人材を育成する。 
①食生命科学科（仮称） 

（略） 
②地域総合農学科（仮称） 

（略） 
 
１２【人文学部の改組とメジャー・サ
ブメジャー制の導入】 
通し番号３に掲げる人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、人文科学及び社会科学の多
面的かつ体系的な専門性を身につける
観点から、平成 29 年度に「人文学
部」を「人文社会科学部（仮称）」に
改組する。（略） 
①現代社会学科（仮称）（略） 
②法律経済学科（仮称）（略） 
③人間文化学科（仮称）（略） 
 
 
１５【農学部における教育体制改編】 
通し番号３に掲げた人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、農学部の学科について、平
成 29 年度より、現在の３学科体制か 

３【学士課程における専門教育】 
農学分野：茨城県をはじめとする地域
農業と関連産業の発展に資する人材と
して、以下のような知識・能力を有す
る人材を育成する。 
①食生命科学科 

（略） 
②地域総合農学科 

（略） 
 
１２【人文学部の改組とメジャー・サ
ブメジャー制の導入】 
通し番号３に掲げる人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、人文科学及び社会科学の多
面的かつ体系的な専門性を身につける
観点から、平成 29 年度に「人文学
部」を「人文社会科学部」に改組す
る。（略） 
①現代社会学科（略） 
②法律経済学科（略） 
③人間文化学科（略） 
 
 
１５【農学部における教育体制改編】 
通し番号３に掲げた人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、農学部の学科について、平
成 29 年度より、現在の３学科体制か 

 
 
 
 
 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改組が終了したことに
より学部名称が確定し
たため。 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
 
 
 
 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
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15 茨城大学 計画 

ら、以下の２学科４コースに再編す
る。 
①食生命科学科（仮称）（略） 
（ⅰ）国際食産業科学コース（仮称）
（略） 
（ⅱ）バイオサイエンスコース（仮
称）（略） 
②地域総合農学科（仮称）（略） 
（ⅰ）農業科学コース（仮称）（略） 
（ⅱ）地域共生コース（仮称）（略） 
 
２８【新入学者選抜に向けた取組】 
平成 32 年度から導入される予定の
「大学入学希望者学力評価テスト（仮
称）」を踏まえ、円滑に入学者選抜が
実施できるようにする。 
そのため、毎年度実施してきている推
薦入試や、一般入試での新たな選抜方
法の導入等を行い、多面的・総合的な
選抜方法について、実現可能性等も含
めた検証を行いながら、新テストに対
応する入試方法を開発する。また、高
大接続協議会（仮称）を設置し、県内
の高等学校関係者の意見を適切に反映
させ、高大接続の在り方を含め検討を
行う。 
（略） 
 

評価指標 
指標に係る
目標 

①高大接続協議会
（仮称）の活動状況 
 
（略） 
 

（略） 
 

 
５７【組織改革】 
左記の目標を実施するため、以下のよ
うな組織改革を実施する。 
通し番号１２～１９再掲 
 
再掲１２【人文学部の改組とメジャ
ー・サブメジャー制の導入】 
通し番号３に掲げる人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、人文科学及び社会科学の多
面的かつ体系的な専門性を身につける
観点から、平成 29 年度に「人文学
部」を「人文社会科学部（仮称）」に
改組する。なお、改組に当たっては入
学定員を削減し、より地域社会のニー
ズに対応した重点的な教育体制を構築
する。 
現在の２学科制については、以下の３
学科に再編するとともに、メジャー・
サブメジャー制を導入し、専門性と多
様性を備えた人材育成を行う。 
①現代社会学科（仮称）（略） 
②法律経済学科（仮称）（略） 
③人間文化学科（仮称）（略） 
 

ら、以下の２学科４コースに再編する。 
 
①食生命科学科（略） 
（ⅰ）国際食産業科学コース（略） 
 
（ⅱ）バイオサイエンスコース（略） 
 
②地域総合農学科（略） 
（ⅰ）農業科学コース（略） 
（ⅱ）地域共生コース（略） 
 
２８【新入学者選抜に向けた取組】 
平成 32 年度から導入される予定の「大
学入学共通テスト」を踏まえ、円滑に入
学者選抜が実施できるようにする。 
そのため、毎年度実施してきている推
薦入試や、一般入試での新たな選抜方
法の導入等を行い、多面的・総合的な選
抜方法について、実現可能性等も含め
た検証を行いながら、新テストに対応
する入試方法を開発する。また、高大接
続協議会を設置し、県内の高等学校関
係者の意見を適切に反映させ、高大接
続の在り方を含め検討を行う。 
 
 
（略） 
 

評価指標 
指標に係る
目標 

①高大接続協議会の
活動状況 
 
（略） 
 

（略） 
 

 
５７【組織改革】 
左記の目標を実施するため、以下のよ
うな組織改革を実施する。 
通し番号１２～１９再掲 
 
再掲１２【人文学部の改組とメジャー・
サブメジャー制の導入】 
通し番号３に掲げる人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、人文科学及び社会科学の多
面的かつ体系的な専門性を身につける
観点から、平成 29 年度に「人文学部」
を「人文社会科学部」に改組する。なお、
改組に当たっては入学定員を削減し、
より地域社会のニーズに対応した重点
的な教育体制を構築する。 
現在の２学科制については、以下の３
学科に再編するとともに、メジャー・サ
ブメジャー制を導入し、専門性と多様
性を備えた人材育成を行う。 
 
①現代社会学科（略） 
②法律経済学科（略） 
③人間文化学科（略） 
 

改組が終了したことに
よりコース名称が確定
したため。 
 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
改組が終了したことに
よりコース名称が確定
したため。 
 
 
 
大学入試センター試験
の名称が正式に決定し
たため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
高大接続協議会の名称
が正式に決定したため 
 
 
 
 
 
 
 
高大接続協議会の名称
が正式に決定したため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改組が終了したことに
より学部名称が確定し
たため。 
 
 
 
 
 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
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15 茨城大学 計画 

再掲１５【農学部における教育体制改
編】 
通し番号３に掲げた人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、農学部の学科について、平
成 29 年度より、現在の３学科体制か
ら、以下の２学科４コースに再編す
る。 
①食生命科学科（仮称）（略） 
（ⅰ）国際食産業科学コース（仮称）
（略） 
（ⅱ）バイオサイエンスコース（仮
称）（略） 
②地域総合農学科（仮称）（略） 
（ⅰ）農業科学コース（仮称）（略） 
（ⅱ）地域共生コース（仮称）（略） 

再掲１５【農学部における教育体制改
編】 
通し番号３に掲げた人材を育成する教
育体制をつくる。 
そのため、農学部の学科について、平成
29 年度より、現在の３学科体制から、
以下の２学科４コースに再編する。 
 
①食生命科学科（略） 
（ⅰ）国際食産業科学コース（略） 
 
（ⅱ）バイオサイエンスコース（略） 
 
②地域総合農学科（略） 
（ⅰ）農業科学コース（略） 
（ⅱ）地域共生コース（略） 

 
 
 
 
 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
改組が終了したことに
よりコース名称が確定
したため。 
 
改組が終了したことに
より学科名称が確定し
たため。 
改組が終了したことに
よりコース名称が確定
したため。 

16 筑波大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
（略） 
４ 世界トップレベルの研究の推進に
向けての目標を達成するための措置 
（略） 
◇ 基盤研究の着実な実施及び学際横
断型研究の飛躍的推進に関する具体的
方策 
（略） 
26 重点的な研究支援を一層加速し、
WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」や
計算科学研究センター、生命領域学際
研究センター（TARA）、人文社会国際比
較研究機構、数理物質融合科学センタ
ー、地球・人類共生科学研究機構、遺伝
子実験センター、下田臨海実験センタ
ー等を中心に世界トップレベルの研究
を推進する。 
＜KPI：相当数の研究領域において世界
100 位以内を実現＞ 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
（略） 
４ 世界トップレベルの研究の推進に
向けての目標を達成するための措置 
（略） 
◇ 基盤研究の着実な実施及び学際横
断型研究の飛躍的推進に関する具体的
方策 
（略） 
26 重点的な研究支援を一層加速し、
WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」や
計算科学研究センター、生命領域学際
研究センター（TARA）、人文社会国際比
較研究機構、つくば機能植物イノベー
ション研究センター、下田臨海実験セ
ンター等を中心に世界トップレベルの
研究を推進する。 
＜KPI：相当数の研究領域において世界
100 位以内を実現＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究センター改組に伴
う名称変更等のため。 
 
 

19 群馬大学 計画 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
を達成するためにとるべき措置 
３ 法令遵守に関する目標を達成する
ための措置 
【86】② 医学系研究科と附属病院が
一体となって改革を推進する大学院医
学系研究科・医学部附属病院改革推進
委員会が法令遵守の実施状況を確認
し、改善・指導を行う。全学的な組織と
して学長の下に設置した学外委員を含
む病院コンプライアンス委員会が病院
長から定期的に報告を受け、監査・指導
する。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
を達成するためにとるべき措置 
３ 法令遵守に関する目標を達成する
ための措置 
【86】② 医学系研究科と附属病院が
一体となって改革を推進する大学院医
学系研究科・医学部附属病院改革推進
委員会が法令遵守の実施状況を確認
し、改善・指導を行う。学長の下に設置
した学外委員を含む病院監査委員会が
病院長から定期的に報告を受け、監査・
指導する。 

 
 
 
 
 
 
病院コンプライアンス
委員会を発展的に解消
し、新たに病院監査委
員会を設置したため 



50 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

28 
東京工業大
学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
２ 研究に関する目標を達成するため
の措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
【13】人類社会の持続的発展のための
諸課題の解決等を目指し，学内外と広
く連携し，政府の研究プログラムへの
参画，民間企業の協力による共同研究
講座・共同研究部門の設置等により，課
題対応型研究に取り組む。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
２ 研究に関する目標を達成するため
の措置 
（１）研究水準及び研究の成果等に関
する目標を達成するための措置 
【13】人類社会の持続的発展のための
諸課題の解決等を目指し，学内外と広
く連携し，政府の研究プログラムへの
参画，民間企業の協力による共同研究
講座の設置等により，課題対応型研究
に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
「共同研究部門」を「共
同研究講座」に名称統
一したことに伴う変更 

30 
お茶の水女
子大学 

計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
（２）教育の実施体制等に関する目標
を発生するための措置 
○ グローバル人材育成推進本部、国
際本部、全学教育システム改革推進本 
部の下で、ACT（Advanced Communication 
Training）プログラム、サマープ 
ログラム、語学研修を有機的に連携さ
せ、グローバル人材育成に向けた実践 
的な教育体制を構築する。【K8】 
 
 
 
（３）学生への支援に関する目標を達
成するための措置 
○ 「新図書館構想（蔵書・コンテンツ
の充実、アクティブラーニングスペー 
スの提供、知のコミュニティの形成支
援を目的とした図書館の再整備計画）」
に基づき、図書館や情報設備等を学習
コンテンツ面・空間面・人的サポート面
で充実させ、学生の能動的・多面的な学
修環境を強化する。また、大学院生 TA
（ティーチング・アシスタント）による
教育支援、附属図書館における LALA
（ Library Academic Learning 
Adviser）による学修支援及び総合学 
修支援センターによる学修相談を連携
させ、学生の主体的学修を推進する。 
【K11】 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
１ 教育に関する目標を達成するため
の措置 
（２）教育の実施体制等に関する目標
を発生するための措置 
○ グローバル人材育成・男女共同参
画推進本部、国際本部、全学教育システ
ム改革推進本部の下で、ACT（Advanced 
Communication Training）プログラム、
サマープログラム、語学研修を有機的
に連携させ、グローバル人材育成に向
けた実践的な教育体制を構築する。
【K8】 
 
 
（３）学生への支援に関する目標を達
成するための措置 
○ 「新図書館構想（蔵書・コンテンツ
の充実、アクティブラーニングスペー
スの提供、知のコミュニティの形成支
援を目的とした図書館の再整備計画）」
に基づき、図書館や情報設備等を学習
コンテンツ面・空間面・人的サポート面
で充実させ、学生の能動的・多面的な学
修環境を強化する。また、大学院生 TA
（ティーチング・アシスタント）による
教育支援、附属図書館における LALA
（ Library Academic Learning 
Adviser）による学修支援及び教学Ｉ
Ｒ・教育開発・学修支援センターによる
学修相談を連携させ、学生の主体的学
修を推進する。【K11】 

 
 
 
 
 
 
 
組織再編に伴う変更。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織再編に伴う変更。 

43 静岡大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
 １ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
   （２）教育の実施体制等に関する目
標を達成するための措置 
② 全学教育基盤機構に設けたグロー
バル企画推進室において、ABP の取組の
強化等、全学的な教育の国際化に取り
組む。【17】 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
 １ 教育に関する目標を達成するた
めの措置 
   （２）教育の実施体制等に関する目
標を達成するための措置 
②国際連携推進機構において、ABP の取
組の強化等、全学的な教育の国際化に
取り組む。【17】 

国際交流センター及び
グローバル企画推進室
を廃止し、国際連携推
進機構を設置したこと
に伴う変更 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

44 
浜松医科大
学 

計画 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
３．資産の運用管理の改善に関する目
標を達成するための措置 
資金の運用については、収入確保のた
めの運用計画を策定し、リスクを踏ま
え効果的に運用する。 
施設の利用状況調査を毎年実施し、そ
の結果について施設マネジメント専門
委員会に諮り、機能強化に向けた再配
分を行うなど、教育研究スペースを有
効活用するとともに、老朽化している
職員宿舎について、民間資金を含む多
様な財源を活用した再整備計画を平成
29 年度までに策定する。 40 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達
成するためにとるべき措置 
３．資産の運用管理の改善に関する目
標を達成するための措置 
資金の運用については、収入確保のた
めの運用計画を策定し、リスクを踏ま
え効果的に運用する。 
施設の利用状況調査を毎年実施し、そ
の結果について施設・環境マネジメン
ト委員会に諮り、機能強化に向けた再
配分を行うなど、教育研究スペースを
有効活用するとともに、老朽化してい
る職員宿舎について、民間資金を含む
多様な財源を活用した再整備計画を平
成 29 年度までに策定する。 40 

委員会の名称変更のた
め 

55 大阪大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
（略） 
３ その他の目標を達成するための措
置 
（略） 
（３）産業競争力強化法の規定に基づ
く出資等に関する目標 
11－１．認定特定研究成果活用支援事
業者の株主として、プログラムのパフ
ォーマンスをみるため、学内に設置し
た共同研究・事業化委員会等に認定特
定研究成果活用支援事業者から報告さ
せることにより、その運営状況のモニ
タリングに取り組む。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
（略） 
３ その他の目標を達成するための措
置 
（略） 
（３）産業競争力強化法の規定に基づ
く出資等に関する目標 
11－１．認定特定研究成果活用支援事
業者の株主として、プログラムのパフ
ォーマンスをみるため、学内に設置し
た出資事業戦略委員会等に認定特定研
究成果活用支援事業者から報告させる
ことにより、その運営状況のモニタリ
ングに取り組む。 

会議体名称の変更に伴
う変更。 
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・中期目標期間を超える債務負担に関する変更 ２法人 

長期借入金 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 変更理由 

82 琉球大学 計画 

 
現行 
Ⅹ その他 
 ３ 中期目標期間を超える債務負担 
ＰＦＩ事業・・・・・  該当なし 
（略） 
長期借入金 
                          （単位：百万円） 

 年度 
H28 H29 H30 H31 H32 H33 

中期目標 
期間小計 

次期以降 
償 還 額 

総 債 務 
償 還 額 財源  

長期借入金 
償還金 
（大学改革
支援・学位
授与機構） 

192 192 192 202 213 213 1,204 1,288 2,492 

（注）金額については、見込みであり、業務の実施状況等により変更されることも
ある。 
 
リース資産・・・・・該当なし 
 
変更案 
Ⅹ その他 
 ３ 中期目標期間を超える債務負担 
ＰＦＩ事業・・・・・  該当なし 
（略） 
長期借入金 
                          （単位：百万円） 

 年度 
H28 H29 H30 H31 H32 H33 

中期目標 
期間小計 

次期以降 
償 還 額 

総 債 務 
償 還 額 財源  

長期借入金 
償還金 
（大学改革
支援・学位
授与機構） 

192 192 192 202 213 213 1,204 1,288 2,492 

（注）金額については、見込みであり、業務の実施状況等により変更されることも
ある。 
 
                          （単位：百万円） 

 年度 
H28 H29 H30 H31 H32 H33 

中期目標 
期間小計 

次期以降 
償 還 額 

総 債 務 
償 還 額 財源  

長期借入金 
償還金 
（民間金融
機関） 

－ － 3 38 76 94 211 2,693 2,904 

（注）金額については、見込みであり、業務の実施状況等により変更されることも
ある。 
なお、金額の端数処理は、各年度毎に四捨五入を行っているため、中期目標期間小
計と合致しない。 
 
リース資産・・・・・該当なし 

学生寄宿舎及び国際
交流会館の整備に必
要な費用に充てるた
め。 
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リース資産 

番
号 

法人名 
変更 
区分 

変更内容 変更理由 

28 
東京工業大
学 

計画 

現行 
Ⅹ その他 
３．中期目標期間を超える債務負担 
（リース資産） 
  該当なし 
 
変更案 
Ⅹ．その他 
３．中期目標期間を超える債務負担 
（リース資産） 
クラウド型ビッグデータグリーンスーパーコンピュータの賃借
期間 
平成２９年度から平成３４年度までの５年間 ３，３１９百万円 

機種更新に伴う変更 
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・その他の変更 ４法人 

番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

12 秋田大学 計画 

４ その他の目標を達成するための措
置 
（２）附属病院に関する目標を達成す
るための措置 
【37】②平成 29 年度から実施される新
専門医制度に準拠して，秋田県におけ
る専門医養成プログラムの基幹病院と
して，専門医育成の中心的役割を担い，
大学中心の専門医養成プログラムで毎
年 25 人以上のプログラム登録者（専攻
医）を確保する。 

４ その他の目標を達成するための措
置 
（２）附属病院に関する目標を達成す
るための措置 
【37】②平成 30 年度から実施される新
専門医制度に準拠して，秋田県におけ
る専門医養成プログラムの基幹病院と
して，専門医育成の中心的役割を担い，
大学中心の専門医養成プログラムで毎
年 25 人以上のプログラム登録者（専攻
医）を確保する。 

一般社団法人日本専門
医機構の決定により，
新専門医制度が１年延
期となったため 

45 名古屋大学 計画 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
を達成するためにとるべき措置 
１ 施設・設備の整備・活動、安全管理
等に関する目標を達成するための措置 
Ｋ47 「キャンパスマスタープラン
2016」の点検・評価、「キャンパスマス
タープラン 2022」への改訂を進め、プ
ランに基づき、スペースマネージメン
トを含む「総合的な中長期施設マネジ
メント計画」の策定や二酸化炭素排出
量の 25％削減（2021 年。2005 年比）、
既存施設の弾力的な運用・再配分等を
推進し、国の財政状況等を踏まえて教
育研究環境の整備を進める。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
を達成するためにとるべき措置 
１ 施設・設備の整備・活動、安全管理
等に関する目標を達成するための措置 
Ｋ47 「キャンパスマスタープラン
2016」の点検・評価、「キャンパスマス
タープラン 2022」への改訂を進め、プ
ランに基づき、スペースマネージメン
トを含む「総合的な中長期施設マネジ
メント計画」の策定や二酸化炭素排出
量の 25％削減（2021 年。 
2005 年比）、既存施設の弾力的な運用・
再配分等を推進し、 
国の財政状況等を踏まえて教育研究環
境の整備を進める。 
また、PFI 事業により、地域連携グロー
バル人材育成拠点施設の整備を進め
る。 

PFI 事業の実施に伴う
変更のため 

55 大阪大学 計画 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
（略） 
３ その他の目標を達成するための措
置 
（略） 
（３）産業競争力強化法の規定に基づ
く出資等に関する目標 
11－１．（略） 
11－２．大学における技術に関する研
究成果を事業化させるため、認定特定
研究成果活用支援事業者との情報共有
体制の構築によるプレ・インキュベー
ションの支援、人的・技術的支援、新た
な社会的価値創出に結び付く事業化の
ための助言を、特別運営費交付金を活
用し取り組む。 
11－３．大学における教育研究活動を
活性化させるため、認定特定研究成果
活用支援事業者の事業活動に関連する
共同・受託研究の推進、特別運営費交付
金を活用したアントレプレナー教育の
推進に取り組む。 
11－４．イノベーションエコシステム
を構築するため、認定特定研究成果活
用事業者の事業に結び付く民間ベンチ
ャーキャピタル（VC）・技術移転機関等
との連携に、特別運営費交付金を活用
し取り組む。 
 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき措
置 
（略） 
３ その他の目標を達成するための措
置 
（略） 
（３）産業競争力強化法の規定に基づ
く出資等に関する目標 
11－１．（略） 
11－２．大学における技術に関する研
究成果を事業化させるため、認定特定
研究成果活用支援事業者との連携体制
の構築によるプレ・インキュベーショ
ンの支援、人的・技術的支援、新たな社
会的価値創出に結び付く事業化のため
の助言並びに特定研究成果活用事業者
の事業に結び付く民間ベンチャーキャ
ピタル（VC）・技術移転機関等との連携
に目的積立金を活用し取り組む。 
11－３．大学における教育研究活動を
活性化させるため、目的積立金を活用
したアントレプレナー教育の推進に取
り組む。 
（削除） 
 
 
 
 
 
 

資金名称の変更及び産
業競争力強化法の規定
に基づく出資に係る事
業の重要業績評価指標
が見直されたことに伴
う変更。 
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番
号 

法人名 
変更
区分 

変更内容 
変更理由 

変更前 変更案 

69 香川大学 計画 

Ⅴ その他業務運営に関する重要項目
を達成するためにとるべき措置 
３ 法令遵守等に関する目標を達成す
るための措置 
１－１（70） 略 
１－２（71） 研究不正及び研究費の不
正使用を防止するため、不正防止計画
に基づく実態調査を定期的に実施し、
チェック体制を強化する。物品調達に
係る研究者の直接発注・直接納品を認
めない経理検収体制を維持するととも
に、旅費については、鉄道乗車券等や宿
泊施設領収書の徴集を引き続き徹底す
る。非常勤雇用者については、不定期に
業務内容を現場で直接確認する巡回や
事後ヒアリングを行うなど、不適切な
支出がないよう牽制する取組を強め
る。なお、研究を担当する理事が全教職
員を対象とした研修会を実施し、より
身近な問題として自律意識を高めるた
め最新の事例を中心にした研究倫理教
育の徹底を行うとともに、部局におい
ては、個々に抱える諸問題に対応する
ため、様々な研究事例での対応例を紹
介できる学内・学外講師を招へいする
などし、部局管理責任者が FD 等を実施
する。また、e-Learning 教材を活用し
た倫理教育を行い、全教職員の受講を
義務付ける。 

Ⅴ その他業務運営に関する重要項目
を達成するためにとるべき措置 
３ 法令遵守等に関する目標を達成す
るための措置 
１－１（71） 略 
１－２（72） 研究不正及び研究費の不
正使用を防止するため、不正防止計画
に基づく実態調査を定期的に実施し、
チェック体制を強化する。物品調達に
係る研究者の直接発注・直接納品を認
めない経理検収体制を維持するととも
に、旅費については、出張報告書への宿
泊先及び面談者の記載を引き続き徹底
する。非常勤雇用者については、不定期
に業務内容を現場で直接確認する巡回
や事後ヒアリングを行うなど、不適切
な支出がないよう牽制する取組を強め
る。なお、研究を担当する理事が全教職
員を対象とした研修会を実施し、より
身近な問題として自律意識を高めるた
め最新の事例を中心にした研究倫理教
育の徹底を行うとともに、部局におい
ては、個々に抱える諸問題に対応する
ため、様々な研究事例での対応例を紹
介できる学内・学外講師を招へいする
などし、部局管理責任者が FD 等を実施
する。また、e-Learning 教材を活用し
た倫理教育を行い、全教職員の受講を
義務付ける。 

研究者の負担を軽減
し、「研究機関におけ
る公的研究費の管理・
監査のガイドライン
（実施基準）」（平成
26 年２月 18 日改正、
文部科学大臣決定）及
び「国立大学法人及び
大学共同利用機関法人
における研究費の管
理・使用について」（平
成 29 年３月 24 日付け
事務連絡）に沿った対
応とするため。 

 


